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平成３０年第３回足寄町議会定例会議事録（第２号）
平成３０年９月１２日（水曜日）

◎出席委員（１３名）

１番 熊 澤 芳 潔 君 ２番 榊 原 深 雪 君

３番 多治見 亮 一 君 ４番 木 村 明 雄 君

５番 川 上 初太郎 君 ６番 前 田 秀 夫 君

７番 田 利 正 文 君 ８番 高 道 洋 子 君

９番 髙 橋 健 一 君 １０番 星 孝 道 君

１１番 髙 橋 秀 樹 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 安久津 勝 彦 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 渡 辺 俊 一 君

総 務 課 長 大 野 雅 司 君

福 祉 課 長 丸 山 晃 徳 君

住 民 課 長 松 野 孝 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 佐々木 雅 宏 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 横 田 晋 一 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君
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◎議事日程

日程第 １ 一般質問＜Ｐ３～Ｐ３９＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはようご

ざいます。

全員の出席でございます。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 榊原深雪君。

２番。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） ９

月７日に開催されました、議会運営委員会の

協議の結果を報告します。

本日、９月１２日は、一般質問を行いま

す。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

ここで一言申し上げます。

９月６日の地震によりまして、苫東厚真火

力発電所が全面停止している状況になってお

ります。再稼働するまで北海道全体で２割の

節電が要請をされているところであります。

議場におきましても、窓側、廊下側、傍聴

席の照明を消した中での議事運営を行います

ので、御理解を賜りたいと思います。

◎ 一般質問

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 一般質問

を行います。

順番に発言を許します。

８番高道洋子君。

（８番高道洋子君 登壇）

○８番（高道洋子君） 議長のお許しをいた

だきましたので、一般質問通告書に従いまし

て一般質問をさせていただきます。

地域共生社会の実現を目指して～子ども食

堂の開設に向けて～。

平成２９年２月７日に、厚生労働省「我が

事・丸ごと」地域共生社会実現本部が決定し

た「地域共生社会の実現に向けて」による

と、地域共生社会とは、制度や分野ごとの縦

割りや支え手・受け手という関係を超えて、

地域住民や地域のさまざまな主体が、我がこ

ととして参画し、「人と人」「人と資源」が

世代や分野を超えて丸ごとつながることで、

住民一人一人が暮らしと生きがい、地域をと

もにつくっていく社会のこととされていま

す。

このような流れの中で、本年６月２８日付

で厚生労働省から「子ども食堂の活動に関す

る連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上

留意すべき事項の周知について」の文書が、

各都道府県知事など宛てに通知されました。

全国的に広がりを見せている子ども食堂

は、単に子どもの食育や居場所づくりにとど

まらず、それを契機として高齢者や障害者を

含む地域住民の交流拠点に発展する可能性が

あり、地域共生社会の実現に向けて大きな役

割を果たすことが期待されております。

また、その一方で、取り組みを発展させる

ための機運の醸成について、地域によっては

その必要性の温度差が指摘されているところ

です。

子ども食堂は、経済的に厳しい、また親の

体調やいろいろな都合などで食事の支度が難

しい家庭など、さまざまな事情を抱えた子供

たちに無料もしくは低価格で食事を提供し、

ぬくもりのある団らんを提供する取り組みで

す。

このような状況を踏まえ、以下のことにつ

いてお尋ねいたします。

一つ、過去３年間の町内ひとり親家庭と生

活保護、障害者、高齢独居者の世帯数につい

て。

二つ、子ども食堂の開設等に関する相談窓

口はどこが担うことになりますか。

三つ、全国で子ども食堂の開設が相次いで

好評を得ている現状について、町としてどの
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ように評価していますか。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 高道議員の一般質

問にお答えをいたします。

まず１点目の「過去３年間の町内ひとり親

家庭と生活保護、障害者、高齢独居者の世帯

数について」の御質問ですが、まずひとり親

家庭につきましては、５月１日現在、平成２

８年度は５４世帯、平成２９年度は５３世

帯、平成３０年度は５４世帯となっておりま

す。

次に、生活保護受給世帯数は、４月末現在

で平成２８年度は８５世帯、平成２９年度は

７３世帯、平成３０年度は７７世帯でありま

す。

障害者数につきましては、身体障害者手

帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付者数

の合計で平成２８年度末は５５５人、平成２

９年度末は５４０人、平成３０年度につきま

しては平成３０年８月現在、８月現在で５４

２人となっております。

高齢独居者につきましては、７０歳以上の

世帯数となりますが、４月１日現在で平成２

８年度は４１３世帯、平成２９年度は４２９

世帯、平成３０年度は４１０世帯でありま

す。

２点目の「子ども食堂の開設等に関する相

談窓口」につきましては、子ども食堂の開設

の背景には貧困の問題や一人で食事をしなけ

ればならない、いわゆる孤食の問題等がある

ことから福祉課が相談窓口となります。

次に３点目の「全国で子ども食堂の開設が

相次いで好評を得ている現状について、町と

してどのように評価していますか」につきま

しては、食事の提供だけではなく学習支援や

高齢者との世代間交流、孤立しがちなひとり

親の仲間づくり等、さまざまな形態、目的で

開設されており、２年前に全国で３００カ所

程度でしたが、ことし３月には全国で２,２

００カ所以上に拡大し、十勝においては帯広

市、士幌町、芽室町、大樹町で実施されてお

り、ボランティア等による自発的な活動とし

て地域の子供たちへの支援が行われることは

非常にすばらしい取り組みと考えておりま

す。

足寄町内で子ども食堂の開設を検討される

グループ等がおられましたら、衛生管理、食

中毒予防、アレルギー対策、保健所との協議

等を含めさまざまな開設までの準備作業が必

要であり、行政としてお手伝いできることが

少なくないと考えておりますので、子ども食

堂開設を検討しているグループ等と民間と行

政の役割分担を含め、情報交換をさせていた

だいた上で必要な支援をさせていただきたい

と考えております。

子ども食堂のような住民の公益的かつ主体

的な地域活動、ボランティア活動、共助の取

り組みを町内でいかに広げることができるの

かが今後の足寄町のまちづくり、地域共生社

会の実現に向けた重要なポイントになるもの

と考えており、住民の自主的なまちづくり活

動等に引き続き行政として必要な支援を行っ

てまいりますので、御理解を賜りますようお

願い申し上げ、高道議員の一般質問に対する

答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

８番。

○８番（高道洋子君） ただいま町長からの

子ども食堂の開設に向けての大変前向きな御

答弁がございました。特に、足寄町の地域共

生社会の実現に向けた重要なポイントになる

という御答弁もございましたように、前向き

であったということで、思っているところで

ございます。

足寄町は他の市町村に先駆けて、保育所や

高校までの学校給食無償化ほか足寄高校生の

ための公設民営塾の開設等、これまでさまざ

まな子育て支援に積極的に取り組まれてお

り、他の市町村の住民から時にはうらやまし

がられたり、また注目もされているところで

ございます。

そのような状況の中にあって、足寄町に子

ども食堂を新たに開設することは、単に子供
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の貧困対策としただけではなく、地域の高齢

者や障害のある方なども含めた地域住民の交

流の場としての役割も担うものであり、地域

共生社会の実現に向けて非常に有益な取り組

みであると考えるところから今回、このたび

の一般質問に至りました。

再質問の１点目でございます。

ただいま過去３年間の数値が述べられまし

たけれども、数値そのものは毎年そんなに変

わるものではなく多少の変化はありましたけ

れども、そんなに変わっていないのかなと思

います。しかし、この３年間の人口の減少を

見ましたときに、このひとり親の人やら障害

者の方たちの人口に占める割合ということに

なりますと、数値は変わらないけれども人口

が減っているだけに、生活弱者の方々が結構

な割合で人口に占めているのではないかな。

むしろふえていると言ってもいいのかなとい

うふうに、数字は変わらないのですけれど

も、この人口割合から見ますと思われます

が、このことについて、町としてはどのよう

に捉えていらっしゃるか、最初に伺いたいと

思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） 福祉課長でござ

います。

足寄町、地方創生で若い方々、若い世代の

方々が足寄町に来ていただくような取り組

み、また今いる方々が不自由なく暮らしてい

ただくような政策ということで、今議員さん

がおっしゃられたように子育て支援をやって

おります。

人口減、流出をしていないというような私

のイメージでございまして、足寄町が子育て

支援を充実しているなり、教育部門でも他の

市町村に比べて優位があるという部分で、他

の市町村の流出していないというようなもの

でしたり、また足寄町の魅力を感じて経済的

な弱者の方で足寄町に子育て支援とかでも働

きながらお子さんの、子供の面倒を見ていた

だけるということで、それを狙いに来ておら

れる方もおられるということで、そういう弱

者の方も総体的に言ったら定着しているかな

というような形で、人口減の部分で多くは高

齢者の方々であったり、高校卒業して他の市

町村に行かれるような方ということで、今こ

の課題にあるような子ども食堂を利用してい

ただけるような方々というのは、依然として

人数は減らないのかなというふうに考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） では、子ども食堂に

戻りまして、この子ども食堂の開設に当たり

ましては、さまざまな実施主体が想定される

わけでございます。全国的にはごく最近では

行政みずからが、北九州市ですね、そこでは

みずからが設置しているというケースもあれ

ば、それから外部委託やＮＰＯ法人とか各種

ボランティア団体とか、また有志の方たち何

名かというか、十数名のそういう、美幌町な

どは有志の方たちがやっているようですけれ

ども、そういう先進事例がございます。

仮に本町が開設されるとしたならば、どの

ような実施主体が考えられますか。御質問し

ます。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） 今回の一般質問

のほうを受けまして、いろいろな実情をホー

ムページ、また関係自治体等に直接聞いたり

をしました。

この子ども食堂の一番のメリットというの

はやはり民間の方々が自発的にその地域の問

題、課題等を踏まえながら、少しずつ小さな

スモールスタートから始めて、それぞれの、

その地域地域、利用者の状況に応じた変化を

していくというところで、公的にあれをやる

となるとやはり利用者ニーズがどうだ、料金

設定がどうだ、周知がどうだ、いろいろな形

をまず事前の準備で要綱をつくって何とかと

いうような形になるかと思います。

この地域共生社会という部分で言います

と、やはり行政が主導ではなく、今私ども考

えているのは、地域の方々がまずやってみて
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いただくような取り組みを行政が後ろ盾をし

て進めていく。地域共生社会というのはそう

いうようなことを、この子ども食堂を発端と

していろいろな広がりができればよいのかな

というふうに考えておりまして、行政主体と

いうような考えは今のところは考えていない

というところでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） そうですね。私も役

場職員みずからが料理をつくるとか、出向い

てそういうことは想定していないわけですけ

れども。足寄町にもいろいろなボランティア

グループから、いろいろな高齢者に対する食

事をつくったり、配達したりという、そうい

うグループがたくさんございます。ですか

ら、わかりました。そういうことでございま

すね。

次に伺いますけれども、一番の問題点はこ

の子ども食堂の安定した運営と継続的な事業

を考えましたときに、運営資金が一番問題に

なってくるのではないかなというふうに思い

ます。

先ほどの町長からの御答弁でも、町として

必要な支援をさせていただきたいという大変

前向き御答弁がございましたけれども、この

ほかにただ一回切りの設立当初だけの支援だ

けでは、多分１０年、２０年と続けるに当

たって、なかなか一回切りの支援では厳しい

のではないかなというふうに思うわけです。

それで町の支援のほかに一番ありがたいこ

とは、予算化されて継続的にそれが、人的な

ことはボランティアとしましても、食材やら

いろいろな、いろいろなものが必要になって

くるわけです。電気、水道から始まっていろ

いろあると思うのですけれども。そういう町

の支援のほかに、国や道などからの支援とし

てはどのようなものが考えられるのか、お伺

いしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 答弁させていた

だきます。

高道議員さんからの質問の中にありました

２９年２月、違う、ことし６月２８日付の厚

生労働省からの通知でもございますが、直接

的な子ども食堂に関する、の運営に関する直

接的な補助ではございませんが、例えば介護

保険法に基づく介護予防日常生活支援総合事

業を絡み合わせたり、障害者の日常生活、社

会生活総合的に支援するための法律に基づく

地域活動支援センター事業の事業にはめた

り、国の制度としては、あと学習機能、学習

支援をするのであれば、生活困窮者自立支援

制度に基づく学習支援の取り組みの中で補助

が不可能ではないというような形でありま

す。

単に食堂でお子さんに食事を提供するだけ

ではなかなか国の制度には乗らないかと思い

ますが、例えばこれから考えることでござい

ますけれども、高齢者、足寄町の高齢者であ

れば給食サービスですとか、配食サービスと

いうものが週一、二回程度ございまして、そ

れと同様な仕組みで資金的な部分で運営が厳

しいようでございましたら、同様の支援とい

うのが町でもできないことはないのかな。こ

れはこれからのお話し合いですとか、査定、

あと議会に通させなければいけない内容でご

ざいますけれども。というところと、あと先

ほど一回切りの支援では困る、継続的な支援

ということであれば、やはりこれから話し

合って、また民間の財団とかでもこの活動に

対する支援というものもございますので、こ

れからどんどん広がってくることで、子ども

食堂の活動運営支援制度というのはどんど

ん、どんどん動いているところなので、私ど

ももよく言うアンテナを高くして情報を集め

て、活動したいというグループの方々といろ

いろと情報交換をしながら、やはりこういう

ことをやるというのは、やはり持続可能な取

り組みでなければならないということでござ

いますので、そういう観点からも相談をしな

がら進めていければと考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。
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○８番（高道洋子君） わかりました。

持続可能な御支援というお言葉もありまし

たので、実際にこれが立ち上がって関係機関

と相談しながら、そのお話の中で、相談の中

でそういう問題が多分これから出てくるので

はないかなという思いもしております。

でもそういう、役場のそういう姿勢が、町

の姿勢が１０年、２０年を支援していくとい

う姿勢が本当に一番大事なのかなというふう

に思うわけでございます。

それに関連しまして、一番の問題はいろい

ろなネットや、それから実際にやっていると

ころの情報を見ますれば、例えばですね、食

材の調達、今食堂に限っていうことなのです

けれども、やっぱりマンパワーと食材等が必

要になってくるわけですけれども、食材の調

達につきまして、例えば食品ロスの発生とか

抑制のための足寄町独自のフードバンクの設

置、フードバンク。そのフードバンクという

のは、家庭菜園、皆さん家庭菜園が足寄町で

は大変多くいらっしゃいますが、その家庭菜

園でできた野菜の余り物とか、それから賞味

期限の近い食材などを寄附して、その寄附し

て管理する場所のことを私はフードバンクと

思って、思ってるというか位置づけているわ

けなのですけれども。これを子ども食堂とつ

なげていけばというふうに考えますが、この

点につきまして、このフードバンクというこ

とについて、町のお考えをお聞かせ願いたい

と思います。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 過去の議会の御

質問でも食育なりフードロスの関係で議員さ

んからも御質問があって、フードバンク等に

ついて機能していてすばらしい取り組みだと

いうことで承知しております。

足寄町でそのようなものが循環に、円滑に

いくためにはそれぞれまず協力者、まず誰が

主体的にやるかということで、今言われたよ

うに子ども食堂の方がやっていただけるの

だったら、それは本当にすばらしい話で、そ

れと協力者の方々の理解を得ながら、子ども

食堂で使ったり、またほかに必要な方のとこ

ろに回すというという形で、そういう取り組

みは非常にすばらしいと思います。

今のお話からいいますと、私の今のイメー

ジでは、子ども食堂とあわせて民間でやって

いただける方がいれば、非常に子ども食堂の

食材の調達という部分からも非常によい取り

組みでございますし、それでまだ消化できな

いものはいろいろ回していくというような形

で、少しずつ賛同者を得ながら輪を広げてい

くような取り組みが民間主導でできるのであ

れば、子ども食堂と同様な町の情報の、町が

持っている情報を集めたり、また協力者な

り、広報をして協力者を集めたりというよう

な支援も可能なのかなというふうに今は考え

ております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） 子ども食堂について

はまだまだ未知の世界でございますので、ど

のようにしたら持続可能で継続的にやってい

けるかなということが心配であるわけです。

そういう意味において、このフードバンクと

いうのが多分大事なものになってくるのでは

ないかなというふうに考えるわけです。そう

ですね。

何とか、そういう、もしそういう機運が高

まって、民間の人たちにもそういう手を挙げ

る方がもしいるならば、そういう体制で、食

材の調達ということについて、また食品ロス

という観点からも前向きな姿勢でフードバン

クを進めてほしいなと願うものでございま

す。

次に、今度逆に名前は子ども食堂ではござ

いますが、ひとり暮らしの高齢者や体調を崩

した親とか、それから障害を抱えた方たちの

地域の交流拠点としての機能、地域の居場所

としての効果、子供の居場所づくり、高齢者

の集う場所となれば、それはもう子ども食

堂、名前は子ども食堂でも地域食堂、触れ合

い食堂という発展につながればいいなという

ふうに今は考えておりますが、その大変いい
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ことづくめではなく、それについて何か課題

など考えられるかどうか、課題について伺い

たいのでございます。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 子ども食堂のよ

うな形態のみならず、想像するにはサロン的

なものということで、その地域地域でお茶を

飲んだりしながら情報を共有するたまり場的

なものがあればというようなお話で、それを

運営する上での課題ですとか、運営上の課題

というふうに、との御質問というふうに考え

てよろしいかと思います、理解しますが。

そのサロン活動という部分でいえば、社会

福祉協議会、全国の社会福祉協議会が社会福

祉協議会の主導で全国の市町村の中で、一般

的には学校単位で開けるような形で社協でも

頑張りましょうみたいな取り組みがされてま

して、足寄町でもことしからサロン活動に関

して、社会福祉協議会のほうで運営に補助を

出してます。

今まさしくことしから始まったばかりで、

いろいろな趣味的な集まりであったり、子育

ての集まりであったり、単なる高齢者のたま

り場であったり、いろいろな形態があって、

これもいろいろな形態があってよろしいかと

思いますし、好きな人が好きなときに集まっ

てこられれば。一番重要なのは介護予防なり

健康維持という部分で、たくさんの人に集

まっていただくような取り組みというような

形が大事かと思うのですが、それもまだ民主

導でこれから進めるところで、これからどん

どん各地域にそういうようなサロン的なもの

が広げることが一番重要であって、今まだ先

駆的にやられているグループ、団体等はあり

ますが、それらはもともと集まっていたとこ

ろも結構多くて、問題、課題というのはその

グループの運営に関しては私どもの耳には

入っていないので、これからそういうような

ところが、取り組みが広がればなというとこ

ろが一番の課題かと考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） 子ども食堂は地域共

生社会の実現に向けて大きな役割を果たすこ

とが期待される一方で、地域住民や福祉関係

者の関心が薄く、取り組みを発展させるため

の機運の醸成が十分に図られていない地域も

あると伺っております。

国は地域、子どもの未来応援交付金という

のを創設しまして、地方公共団体に対して子

どもの貧困の実態調査とか、それから体制整

備計画の策定を求めていますが、本町にあっ

てはそういう、今後そういう実態調査またア

ンケート、そういう取り組みをなさるおつも

りはあるのかどうか、伺いたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 今現在アンケー

トやら実態把握をするというような計画予定

は今の段階ではないのですが、必要があれば

という言い方も何ですが、そのアンケートな

り実態把握をすることで、どのような成果に

結びつくかということが非常に重要だと思い

ますので、必要性をまず吟味して、アンケー

トというのはもう簡単に、簡単と言ったら何

ですけれども、アンケート用紙をつくって郵

送して、それを集約すればいいだけの、とい

う乱暴に言ったらそういうことですので、そ

れをどう結びつけることができるかというこ

とを考えて、実施の有無について検討してい

きたいと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） この実態調査という

のは何か私もネットで調べたのですけれど

も、予算もついて、しかも簡単なニーズを調

べるものですから、なかなか当事者同士、教

育委員会とかそういうところではなかなか難

しく、民間業者に予算とともに依頼してとい

うふうな予算計上も国では考えているように

見受けられました。またそういう、今課長か

ら必要性があればというお話もありましたけ

れども、またそれも検討していただきたいと

思います。

最後に、子ども食堂についての考えなので
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すけれども、長年子どもたちと長く接しまし

て、そしてさまざまな現場でいろいろな悩み

を抱え解決されてこられました教育長に一言

コメントいただきたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 教育長、答弁。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） お答え

いたします。

きょうも高校生の方が大勢傍聴しておりま

すけれども、将来を、未来を託す子供たちは

やっぱりこれ社会の共有財産であり、その子

供たちが抱える困難の一つにこういう、先ほ

どから言われてます食事の提供を社会全体で

支えるというのは、これは私は非常に意義の

ある活動だなと思っております。まず大前提

はそういうふうに考えております。

したがって教育委員会としても、先ほど来

答弁しております福祉課と緊密な連携を図り

ながら、さまざまな場や機会を捉えて情報提

供や周知の徹底に図っていきたい。

本当に今の共生社会だとか、キーワードと

いったら、あるいは持続可能な社会という観

点で捉えたときに、やっぱり本当に行政とし

ても、あるいは地域としても黙っておけな

い、放任しておけないことの一つなのかな

と、私も個人的に捉えておりますので、あわ

せましてその御理解願えればなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） 最後の最後にござい

ますが、町長にコメントをお願いしたいと思

います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 私のほうからもお

答えをしたいというふうに思います。

冒頭の答弁、さらには福祉課長、それから

教育長からもいろいろ答弁をさせていただき

ました。

一番の基本というのは、やはり今ある状

況、行政として何をしなければいけないのか

というのは、これはもう多分野に渡ってやる

べきことはやっていくということで。ただそ

こで、福祉課長が特に言ってましたけれど

も、それから議員も仰せのとおり誰がやるの

ですか、誰が担うのですか、ここが大事なと

ころですね。

仮に、今は子ども食堂という、そこだけで

ちょっと限定してお話をさせていただきます

と、仮に民間がやる場合と行政がやる場合、

これはよく帯広市長もよく言うのですけれど

も、行政が何かをやるという、この大前提と

いうのはある意味大きな壁という言い方もさ

れているのですけれども、行政がやるという

ことはそのこと、取り組みがまず公平なので

すか、公正なのですかという、ここのところ

から検討から始まるということですね。で、

その食堂というところだけで捉えますと、こ

れ実際に民間の方で食堂を経営している方も

いらっしゃるわけです。そうすると行政、こ

のことをやることによって民業圧迫につなが

らないのか。こういうことも慎重に検討して

いかなければいけないということにもなりま

す。

一方民間の方、あるいはボランティアグ

ループがやるという場合については、もう自

由な活動ですから自由にできます。そこに議

員仰せのとおり、ではそこで実際にやるとい

うことでいけばボランティアな性格が非常に

大きいですから。ではやること自体が金もう

けにつながるのかというと、そんな甘いもの

ではないですね。そうすると財政問題、どう

するんだよだとか、いろいろなことが出てき

ます。それはもう先ほど来から議員がおっ

しゃっているところであります。

ですから、そこで、そこで例えばボラン

ティアグループと、ではそういう中にあって

行政が果たすべき役割、では公的な支援が必

要であれば当然議会とも相談をさせていただ

いて、必要な財政支援をしていこうというよ

うなことで、そういう流れになってくるのだ

ろうというふうに思っているところでござい

ます。

ですから、直近のお話でいきますと、高校

生の下宿の問題も先日全員協議会の中で、今

回は民間の活力というお話もさせていただい
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たところであります。ですから、これはもう

本当一番大事な共生型社会をどうつくってい

くのかというのは、この足寄町でもまさしく

そうですから、行政も財政的に限りある裕福

な財政とはとても言えないわけでありますか

ら、限られた予算の中で民間の方々、町民の

方々とどう協働しながら住みよいまちづくり

につながるのか。もっと言えば、生活大変な

方どうやったらその支援ができるのか。これ

はもう本当に知恵を出し合いながら、あるべ

き姿というのを構築していかなくてはいけな

いのだと、こんなふうに思っております。

本当に繰り返しになりますけれども、高道

議員が今回の質問で言っている部分、これ本

当に非常に大切な部分だと思ってますから、

これは本当にある意味私の期待も含めて、そ

ういう動きがあるのだとすれば大いに皆さん

で議論していただいて、行政のほうにも、行

政何をやっているのだよというぐらいの、そ

ういうような議論ができればなと、こんなふ

うに思っているところでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） 子ども食堂は２０１

２年に東京都大田区で始まったとされており

ます。

ことし４月に子ども食堂安心安全向上委員

会により発表された調査に、結果によります

と、全国で２,２８６カ所にも上り、都道府

県別では東京都が３３５カ所、大阪が２１９

カ所、神奈川が１６９カ所とやはり人口が多

い地域が上位を占めている中、北海道と沖縄

が１００カ所超えをしているという、北海道

では１１３カ所とも言われておりますけれど

も、なっておりまして、今後も着実に増加す

ると思われます。

ここまで急速に広がった要因はお年寄りか

ら子供までが集う地域交流の場所と、貧困対

策の両面から普及したのではないかと言われ

ているところです。

地域共生社会の実現に向けて、まさに官民

挙げての支援が必要と考えますので、今後

の、今町長から心強い御答弁もございました

けれども、町としての支援、積極的な働きか

けや取り組みをお願い申し上げまして、私の

一般質問とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、８番高道

洋子君の一般質問を終えます。

次に。

ここで、暫時休憩をいたします。

午前１０時４２分 休憩

午前１０時５４分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

次に、９番髙橋健一君。

（９番髙橋健一君 登壇）

○９番（髙橋健一君） 議長のお許しをいた

だきましたので、一般質問通告書に従いまし

て一般質問をさせていただきます。

地方創生について。

（１）２０１４年、日本創生会議は、地方

はこのまま推移すると多くの地域は将来消滅

するおそれがあるという衝撃的な推計結果を

発表しました。

足寄町も御多分に漏れず消滅都市の一つに

数えられています。この結果を受けて政府

は、２０１５年に５カ年の総合戦略を策定し

て、地方創生に取り組む自治体にさまざまな

方法で支援していくことを決定しました。そ

の中で代表的なのが、地方創生関係交付金で

すが、足寄町は平成３０年度、この交付金を

どのような事業に幾ら財政支援を受けている

かをお伺いしたい。

（２）地方創生は足寄町にとっても若者に

とって魅力あるまちづくりを推進する上で、

最重要の課題です。文字どおり地方を新たに

つくり出す力量が試されています。

足寄町は近年地方創生に資する画期的な政

策を数多く実施してきましたが、特に自慢の

施策は何かをお伺いしたい。失礼しました。

施策の「さく」の字が間違っておりますの

で、訂正をお願いいたします。

（３）今一番懸念されるのは、地方創生が

押し寄せる少子高齢化の波に飲まれ、機能不
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全に陥ることです。人口減少下でも医療、介

護、福祉の費用もふえ続けます。足寄町は広

い町です。道路一つとっても維持管理に莫大

な費用がかかります。さらに台風、大雨によ

る災害に備えなければなりません。大地震に

も警戒が必要です。自主財源が乏しい中、ど

のように財政運営をしていくかをお伺いした

い。

（４）地方創生には「若者・ばか者・よそ

者」の知恵と力が必要です。特に未来の足寄

町を担う若者の存在が不可欠です。若者の話

にはしっかりと耳を傾け、活躍の場を提供し

ていくことが肝要だと思います。

そこで、まずは若者たちが自由な発想で自

由に発言することができる討論会のような場

を設けることができないかをお伺いしたい。

町長、一括してよろしくお願いいたしま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 髙橋健一議員の一

般質問にお答えをいたします。

まず１点目の「地方創生関係交付金」につ

いてでございますが、本年度の地方創生推進

交付金事業といたしまして、足寄町単独事業

の農業人材移住就業サポート・地域ブランド

化等調査研究業務といたしまして、体験農園

の管理・運営及び移住体験モニターツアーの

実施を行っており、２,１００万円を当初予

算計上しております。

また連携事業といたしまして、３事業実施

しており、一つ目といたしまして、帯広市外

十勝管内１０町村で実施しております、十勝

イノベーションエコシステム推進事業にて、

起業家支援を行っており、１０万円を当初予

算計上をしております。

二つ目として、足寄町、本別町、陸別町の

３町で実施しております、道の駅を核とした

（仮称）銀河の里ＤＭＯ観光地域づくり連携

事業にて、地域産品販路拡大実証事業とし

て、管外の道の駅等での特産品物販及び新た

な食ブランド構築事業としてクラフトビール

試作を行っており、６５０万円を当初予算計

上をしております。

三つ目としまして、北海道十勝総合振興局

外６町で実施しております、十勝アクティブ

シニア移住交流促進事業といたしまして、首

都圏での移住希望者に対するＰＲ等を行って

おり、１３５万円を当初予算計上をしており

ます。

また、地方創生整備交付金を活用して、公

共下水道事業及び合併処理浄化槽整備事業を

実施しており、公共下水道につきましては１

億１,９２０万円、合併処理浄化槽整備につ

きましては２６７万円を当初予算計上してお

ります。

なお、国の交付金額につきましては、事業

費合計１億５,０８２万円に対しまして７,４

４２万６,０００円となっております。

２点目の「本町における自慢の地方創生の

施策について」との御質問でございますが、

本町では平成２７年度に足寄町まち・ひと・

しごと創生総合戦略を策定をし、３つの基本

目標に基づき施策を講じております。

その中でも若い世代の経済的安定を図ると

ともに、子供を産み育てやすい環境づくりの

ため、結婚から妊娠、出産、子育て、教育に

至る切れ目のない施策を展開するための子育

て安心基金を創設をし、その基金を活用した

保育料無償化を初めとした各種子育て施策

は、若い世代の定住促進による少子高齢化・

人口減少対策に有効な施策であると考えてお

ります。

３点目の「財政運営」についてでございま

すが、最大の財源である普通交付税は右肩下

がりの減少傾向となっており、今後も上積み

は期待できない状況にあると考えておりま

す。

こうした中、議員仰せのとおり、地方創生

の取り組みや災害対策などを着実に推進して

いくために、各種事業における有利な国・北

海道の補助制度や交付税措置率の高い起債を

厳選して利用していくことで、一般財源によ

る支出抑制を図るとともに、今後もより一層

効率・効果的に町民に必要な行政サービスを
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最小の経費で最良の形で提供するよう努めて

まいります。

４点目の「地方創生推進に向け、若者が自

由に討論する場を設けることについて」でご

ざいますが、平成２６年１２月に足寄町内の

若者で構成される足寄町青年団体連絡協議会

が主催をする青年サミットにおいて、「１０

年後の足寄町を考える」と銘打って、行政や

商業、農業のトップ等と懇談を行っており、

今後も機会がございましたら、若者との懇談

を行いたいと考えております。

また、現段階では設置に至っておりません

が、地方創生推進に向けた、「（仮称）足寄

未来創生委員会」の設置につきまして検討し

たいと考えております。

本町といたしましては、加速度的に進む人

口減少を押しとめるために、地方創生施策を

着実に進めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りますようお願い申し上げ、

髙橋健一議員の一般質問に対する答弁とさせ

ていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

９番。

○９番（髙橋健一君） どの町村もこの地方

創生関係交付金の交付に向けて努力をされて

いるというのがわかりました。

事例としては、テレビでも有名になってい

る三笠高校ですか、その例をちょっとこれ紹

介したいと思うのですが、これ今高校生いら

しているのですけれども、高校生がレストラ

ンを開いているのですよね。それで市内の農

産物を販売したり、料理コンクールを行った

り、高校生がレストランを経営して、その交

付金が２億５,０００万円出てます。これう

らやましい限りだなと。これ高校生パワーか

なと、そういうふうに感じました。

そのほか皆さんはかなり努力されていて、

大変ですよね。例えば、有名な伝統的な歴史

的な建物の中にレストラン、それから販売所

を設けたりする、そういう事業も行われてま

すし、古民家改修、これはどこですかね。八

幡浜市ですか、愛媛県の八幡浜市の取り組み

なのですけれども、古民家を改修していわゆ

る移住体験住宅をつくっていると。この交付

金の補助額が６７１万円。ちょっとこれ急に

少なくなる額で、本当に国は本気度があるの

かどうか、ちょっと疑わしいという感じもし

ますけれども。どうせならこういう交付金、

お上から、上から目線で査定するのではなく

て、どんとよきに計らえという感じでぼんと

くれたほうがいいのではないかと思いますよ

ね。地方創生といって思い出すのはやっぱり

３つのことがあるのでありまして、例えばゆ

るキャラ、それからプレミアム商品券、足寄

もしてますよね。プレミアム商品券。ふるさ

と納税。そのゆるキャラにしても有名なのは

くまモンとふなっしーとアユミちゃんぐらい

で、あと私は知りません。それからふるさと

納税に関しては、総務省のほうから返礼品競

争に終始して本来の納税の趣旨に反するので

はないかというクレームがついてます。もう

このふるさと納税に関しては、これは絶滅危

惧種になっているのではないかと、私は思っ

ています。

やはり独自の、いわゆる独自の、それもそ

れぞれの市町村の独自性を生かしたような、

そういう地方創生が私は必要だと思っていま

す。足寄は頑張っているのではないかなと。

どんな自慢の施策は何かと、私さっき質問し

たのですけれども、いやいや、町長がおっ

しゃるそれ以上の成果が大いに上がっている

と思っています。

足寄町ですね。安久津町長を先頭に、地方

創生に資する政策をたくさん打ち出してきた

と私は大いに評価しております。子育て支援

では保育料無償化、学校給食無償化、足寄高

校存続に対する大胆な発想で見事に危機を切

り抜けました。むすびれっじに関しては木の

ぬくみのある、ぬくもりのある明るい施設で

すし、障害者のための立派な作業所もできま

した。スポーツ施設も充実していますし、化

石博物館に関しては学術的発進力は他を圧倒

していると思っています。それから農業部門

では、ちぬや温泉熱利用イチゴ栽培、それか
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らバイオマスプラント、カラマツ材の集積

材、ペレット。数え上げれば枚挙のいとまが

ありません。本当にすばらしい成果が上がっ

ていると思っています。

本題はこれからなのですが、今回の、ひと

つこれに加えていただきたいのは、今回の地

震による教訓であります。大地震が起こりま

した。その中で、火力発電所によって全道全

域が停電に陥ってしまったわけですよね。つ

まりは今までのエネルギー政策が間違ってい

たのではないかと。これからは自然エネル

ギーですか、再生可能エネルギー、そういう

ものを利用しながら、それからもっと突っ込

んで考えれば、それぞれ各市町村が独自のエ

ネルギーを持つ、そういうことが必要なので

はないかと私は考えています。

一つの事例として、既に行われている事例

として下川町があります。これはジャンプの

葛西選手の出身の町ですけれども、この町す

ごいのですよね。５０歳から住みたい地方ラ

ンキング全国１位です。足寄かと思ったので

すが、残念ながら下川町でした。ここはです

ね、いわゆる林業と農業の町で、とにかく自

前主義ですね。エネルギー自給の町を目指し

ています。ここは林業の町ですから、バイオ

マス、バイオマスエネルギーですね。木材の

ほうのバイオマスエネルギーで、公共施設の

熱自給率は６４.１％です。さらに町全体で

４９％。その熱の自給率を達成しています。

そして、このコンセプトですね、この下川町

のコンセプト、これすばらしいなと思ったの

ですけれども、ちょっと読み上げてみますけ

れども、「日本では人口減少が進んでいく一

方で、世界的にはこれからもまだまだ人口が

ふえていきます。今後は幾らお金を出しても

食料もエネルギーも外国から買えなくなるか

もしれません。そう考えると、食料とエネル

ギーを自給することは我が国にとって大きな

課題であり、それを生産供給できるのは我々

のような農産村地域です。農産村地域が持続

可能であることが日本の持続可能につながっ

ています。」私は非常に感動しました。やは

りこういうふうに自前のエネルギーをつくっ

ていかなければいけない。それで足寄町が今

進めていますバイオガスプラントの話になる

のですけれども、ちょっときのう衝撃的な記

事がとかち新聞に出てしまいました。バイオ

ガス施設建設凍結です。これも北電さん絡ん

でいるのですけれども。売電できないという

のですよね。これふざけた話で、電線容量に

空きがないから、これバイオガス施設つくっ

てももうけが出ませんよと、拒否されたわけ

ですよね。今さらこんなばかなことがあるの

か。きっと豊頃町のこれバイオガス施設です

けれども、もう泣いているのではないですか

ね。宮口町長も売電収入がなければ施設の維

持管理費の利用者負担が相当膨らんでしま

う。現時点では建設計画の凍結もやむを得な

いと判断したとおっしゃってます。足寄もよ

く見ると、形態が足寄とよく似ているのです

ね、豊頃。これについて、町長、コメントを

お願いいたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） いろいろお話いた

だきましたけれども、バイオガスプラントの

関係であります。

我が町のバイオガスプラント、芽登地区、

今が２カ年で建設中であります。我が町のバ

イオガスプラント、これ建設するに当たっ

て、実はやっぱり北電さんとの絡みが出てく

るということであります。

実はもうちょっと早く着手する予定でした

けれども、当時相談したときには、芽登地区

から要するに既存の送電線を活用して電気を

ＦＩＴ制度に乗っかって買っていただくとい

う予定をして相談をしたところ、当時言われ

たのが既存の送電網ではとてもではないけれ

ども受け入れはできない。新たな送電網をつ

くらなければいけない。概算で当時言われた

のが１億３,０００万円ぐらい負担してもら

わなければいけない。こういうお話をいただ

いて、実は１年間ここでちょっと検討とまっ

た時期もあります。

ただ一方で家畜のふん尿処理というのは、
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これはもう待ったなしであります。で、いろ

いろ農協さんとも相談をしながら、やっぱり

ちょっと困難を何とかして乗り越えながら

やっぱりやらなければいけないのではないの

かということで、実際に、ではやるぞと腹を

かためて再度北電さんに相談をしたところ、

この１年間の間で周辺の送電網の整備がかな

り改善されました。結果、１億３,０００万

円だったやつが、これうれしい話だったので

すけれども、７０万円ぐらいでできたのです

ね。つなぐ関係。これはありがたい話であり

ました。

私どもは少し取り組みは早かったから、実

はＦＩＴ制度に乗っかって、完成したときに

はＦＩＴに乗っかって１キロ当たり３９円で

買っていただけるということになりました。

ある意味滑り込みセーフでした。

今現在十勝では豊頃、帯広、それから士

幌、大樹等々広尾も含めて結構な計画上がっ

ているのですよ。ところが、ちょっともう受

け入れ腹いっぱいだからちょっと受け入れで

きませんと、こういうことで今大変な問題に

なって、十勝町村会でもこれからどうすると

いうような話で議論をしている最中でありま

す。

私が思っているのは、実はこれ国のすばら

しい政策でスタートしたのですね、ＦＩＴ制

度。ＦＩＴ制度というのは要するに発電した

ものを買い取りしましょうと。ただここで

ちょっと大きな、私言わせてもらっているの

ですが、この間ＦＩＴ制度ができてどういう

現象が起きたかといいますと、まずスタート

は太陽光発電でした。これ当時の買い取り価

格たしか４４円か５円。えらく高かったので

すよ。どういう現象が起きたかといいます

と、資本力の強い大手の方々がメガソーラー

とうことで、道内にも結構あるのですよね。

で、この電力の買い取りはそれぞれの都道府

県にある電力会社が責任持って買い取れ、こ

うだったのです。まずはもう太陽光発電、メ

ガソーラーどんどんできましたから、そこで

大体もう本当に腹いっぱいに近い状況であり

ました。ですから、太陽光、風力、で、今現

在、昨年ぐらいから稼働しました北見紋別で

は木質チップをつかった発電所、これ実は木

材年間２５万立方原料として使います。もう

一つ江別で同じ規模、これも２５万立方の木

材、木質チップを使うということでありまし

た。このときに実は私言わせてもらったので

す、国に対して。太陽光である意味失敗して

ませんか。地域で、地域の企業の方ですと

か、そういう方がやりたいと言ったときに、

当然買い取ってもらえるのは北海道でいけば

北電さんです。北電さんと相談をしたら、い

やいや、この送電もう腹いっぱいだよとか、

そういう問題たくさん出たのですよね。ここ

でまた木質でもやるのですかという話させて

もらったのです。まさしく議員おっしゃると

おり、やっぱりこの再生可能エネルギーをど

う活用していくかということにつきまして

は、地域にあるそういう資源を地域でどう循

環をさせるかという、こういう視点が必要で

はないのか。これが金もうけにつながってし

まうと、やっぱり資本力の強いところにとて

もではないけれども対抗できませんよと、こ

ういうお話もさせていただいたのですが、そ

の余波も含めて今まさしく家畜ふん尿のとこ

ろに来ているのかなと、そんな思いしてま

す。

正直言って再生可能エネルギーでも太陽光

発電は、おてんとうさんが出てなかったら、

曇りのときにはぐっと発電量は下がります。

夜間はゼロです。風力発電については、風が

吹いてなかったら発電できないのです。

このバイオガスプラントについては、十勝

でいけば鹿追町が先進地でありますけれど

も、鹿追の町長に言わせると一石五鳥ぐらい

のすばらしい取り組みだと、こういう言い方

をしてます。それは何かといいますと、家畜

のふん尿、これまでは厄介者、どうしようも

ない、臭いし環境上も悪いし。ところがこの

バイオガスプラントでいきますとね、まさし

くその環境上の問題、クリアできますよ。そ

して発電をしたら熱が出ますから、熱の活用
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もできますよ。当然売電できるわけですか

ら、施設の運営、これもお金かかりますか

ら、これにも使える。更新のお金にも充てら

れるということで、本当に発電、この部分で

関していけば、やっぱりバイオガスプラント

というのはすぐれているよ。しかも２４時間

発電できるのですね、これね。

そんなことで、ずっと実はこのバイオマス

発電、バイオマスプラントのこの推進協議会

というところにも我が町も加盟をさせていた

だいているのですけれども、その中でも直接

農林水産省ともやりとりしているのですが、

実はこれプラント建てるについてもえらいお

金がかかるのですよね。この補助制度もかつ

ては２分の１の補助制度だったのですよ。こ

れが実は国の予算の措置の関係で、今現在私

どものところ、これ３分の１に減らされまし

た。それからもっと言えば、事業費の全体が

３分の１になるかといいますと、発電すると

いうことはお金にかえられるのだからという

ことで、発電に関する施設については補助対

象外ですよということで除かれているのです

よね。ですから、実際うちのプラントは約１

３億円ぐらいかかるのですが、実際の補助金

２億円ぐらい、ということですね。そうしま

すと３分の１どころかものすごい低い状況で

すね。それでもやらなければいけないという

ことで、やろうということで今目下進めてい

るというようなことであります。

ちょっと長くなりましたけれども、いずれ

にしてもこの今の現状、これ単に北電さんと

だけでは問題解決しないというように思って

ます。国の施策、これがやっぱり国はすばら

しい政策を打ち出したのだから、これきちん

と行司役を務めていかないと、買うのは電力

会社、おまえらもう責任持って買えみたい

な、義務感みたいな、これではやっぱり

ちょっとうまく回っていかないだろうなと

思ってますから、引き続きまた十勝の町村会

含めて、もっと言えば全道も含めて連携しな

がら、当然北海道、もっと言えば国、それか

ら電力会社にもしっかりと要請をしていく中

で取り組みを進めたいというふうに考えてま

すので、御理解いただきたいというふうに思

います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋健一君） ありがとうございま

した。

何かやっぱり北電さん、何考えているのか

なと、申しわけないですけれどもね。こうい

う停電を引き起こしながら、さらにではほか

のエネルギーに代替すること拒否するのかと

いう、そういう残念な思いもしますけれど

も、何とか知恵を絞って実現に向けて頑張っ

ていただきたいと思ってます。

それから、きょうはどうしても町長に質問

したかったのは財政問題なのです。ちょっと

予算、ちょっと見てみます。ことしの足寄町

の予算でありますが。歳出と歳入をつらつら

見ましたけれども、公債費とそれから、歳出

の公債費とそれから歳入の町債ですか。町債

と、歳入の町債と歳出の公債費、比較します

とどうも町債のほうが圧倒的に多い。という

ことは、いわゆる今はやり言葉で言えば、プ

ライマリーバランスが赤字になっているので

はないかと、そういうふうに一見見受けられ

るのですが、このままで行くとどんどん、ど

んどん赤字が膨らんで、これからの若い人た

ちに大きな負債を残すのではないかと、そう

いう懸念はないのでしょうか。これについ

て、町長、お願いいたします。

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁。

○副町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

今御指摘がございましたように、公債費そ

れから借入金ですか。そういったものを見て

いきますと、借入金のほう、町債が倍くらい

ですかね。当初予算でいきますと、倍までは

いきませんけれども、それに近いぐらいの金

額となってございます。

それで、以前からもお話ししておりました

けれども、起債についてはなるべく有利な起

債ということで、過疎債ですとか、それから
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その中には財政対策債だとか、そういったも

のも入っておりますけれども、今年度起債の

償還に当たっては交付税の措置を受けられ

る、多く受けられるようなものを中心に借り

ているというような形になっておりますの

で、金額として見るときには非常に借り入れ

のほうが多いというような形になっておりま

すけれども、実際の償還の部分でいきます

と、交付税でかなりの部分を措置されるとい

うことになってございますので、見た目以上

には財政状況的にはよくない、いや、よくな

いというか悪くはなってはいないという状況

であります。

ただし、やはり交付税等やはり足寄町の財

源の４割なり、４割から５割の間を占める地

方交付税なども非常にことしも減らされてき

ておりまして、交付税とそれから臨時財政対

策債、合わせますとことしでいくと３９億

円、約４０億円ぐらいの金額となってござい

ます。この金額というのは、町長が町長に就

任した当時の平成１５年くらい、１５年から

１９年ぐらいまで非常に財政的に大変な状況

があって交付税が減らされてくるというよう

な状況ございましたけれども、その当時のレ

ベルになってきているというようなことで、

足寄町の財政に占める交付税の金額がやはり

かなり減ってきているという状況があります

ので、今後の部分でいきますとやはり厳しい

財政状況というのが想定されるのかなという

ように思っております。そういった意味で、

一番最初に町長がお答えしましたように、最

小の経費で最大の効果をあげるというよう

な、そういうことを念頭に置きながら今後も

財政運営をしていかなければならないという

ように考えているところでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋健一君） いわゆるこの負債の

中にも、これちょっと私もよくわからなかっ

たのですけれども、臨時財政対策債、この臨

時財政対策債もこれ町債の中に入るのですか

ね。これは国から、国の地方交付金から充て

られる金額だと聞いておりますけれども、こ

れについてちょっと説明いただけませんか。

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁。

○副町長（渡辺俊一君） 臨時財政対策債で

ありますけれども、これは平成１３年からで

すかね、こういう制度ができまして、もとも

と交付税で、地方交付税として町にそれぞれ

の自治体に配分されるべきところですけれど

も、国の財政も非常に厳しくなってきたとい

うようなことで、地方におろす交付税の額が

足りないと。その分を借り入れで、町村が借

り入れで賄いなさいと。その分、借り入れた

分については後年次、償還に当たるときに交

付税で措置をしますよということになってご

ざいますので、言ってみれば、そのときには

起債で借金という形になりますけれども、

後々償還の部分については交付税で措置がさ

れるということで、後でお金が入ってくると

いうような形になってございますので、交付

税と臨時財政対策債合わせた額が昔で言う交

付税と、に当たる部分というように考えてい

いのかなというように考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋健一君） 今まで町長も努力を

重ねてきまして、基金をたくさん積み上げら

れたということは知っているのですが、やは

りこういう状態になると、だんだんせっかく

町長が蓄えた基金もどんどん減っていくので

はないか。やはり何とかここは皆さんの努力

で、あらゆることはできないかもしれません

が、あれもこれもではなくて、あれかこれか

をきっちり選別して、地方創生に役立ててい

ただきたいと思ってます。

最後になりますけれども、きょう高校生い

らしてます。やはりもう我々、いや、私です

が、高齢者になりますと頭がかたくなってな

かなか現代のスピードについていけない。や

はり若い人たちのやわらかい頭がもう必要な

のではないかと、切実に考えるきょうこのご

ろなのですけれども。最後に町長から今の高

校生、若者に激励のエールをしていただきま
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して、私の一般質問を終了したいと思いま

す。町長、よろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 議員仰せの高校

生、まさしく次代を担っていただく方々ばか

りであります。今現在足寄高校、実は道立高

校でありますけれども、しかし町から仮に足

寄高校がなくなってしまうということになっ

てしまえば、町の活力自体が失われてしまう

というようなことで、道立高校であろうとも

やっぱり町として町民の皆さん方の御理解を

いただく中で最大限の支援をしていこうとい

うことで、各種政策を打ってきているところ

でございます。

まさしくいろいろな支援もしてますけれど

も、本当に足寄の高校生、本当に頑張ってく

れているなと、こんなふうに思っておりま

す。ボランティア活動もそうですし、各種部

活動も含めて、学習面も大分向上してきてい

るというふうに報告も受けているところでご

ざいます。

何よりもうれしいのは、町外から来た方々

が、いやいや、高校生に挨拶された、こんな

町ないと言って褒めてくれるのですね。これ

はもう本当にうれしいことですし、本当に足

寄高校生一人一人本当に頑張ってくれている

なと、こんなふうに思っているところでござ

います。

議員の質問の中にもありました、若者の意

見を聞くべきと、聞くべしということ、これ

は私も本当にそうだというふうに思ってま

す。どういう形になるかわかりませんけれど

も、いろいろな機会で高校生あるいは中学生

の御意見も聞く場も必要だろうなと、こんな

ふうに思ってます。

総合計画を立てるときには、そういう取り

組みをしたこともありますし、もっと言え

ば、子ども議会もやったこともありますけれ

ども、これはまた議会とも相談をしながらど

ういう形ができるのかというのはこれからも

しっかりと相談をしながら、着実に進めてい

きたいなと、こんなふうに思っているところ

でございます。

きのうも高校にお邪魔をして、９日後に足

寄高校１年生、また全員カナダの研修に派遣

をするということで、きのう行って少しだけ

お話をさせていただきました。やっぱり高校

生、若い人たち、若いうちにいろいろな経験

をするということが、これからの人生に役立

つことだと、こんなふうに思ってますので、

私どもも本当に一生懸命応援はしたいという

ふうに思ってますから、高校生の諸君もしっ

かりとそれに応えるべく頑張ってほしい、今

も頑張っていただいているというふうに思い

ますけれども、頑張ってほしいなと、こんな

ふうに思っているところでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋健一君） これで私の一般質問

を終了させていただきます。

ありがとうございました。

○議長（吉田敏男君） これにて、９番髙橋

健一君の一般質問を終えます。

次に、７番田利正文君。

（７番田利正文君 登壇）

○７番（田利正文君） 議長の許可をいただ

きましたので、一般質問通告書に基づいて一

般質問を行います。

一つ目、難聴者に対する支援策についてで

す。

難聴者は全国で６００万人を超えると言わ

れ、高齢化が進むにつれてますますその数が

ふえていくものと考えています。こうした中

で難聴者に対する支援は極めて大切な課題だ

と思い、以下の点について伺いたいと思いま

す。

一つ目、現在町内にはどれくらいの難聴者

（聴覚障害のある方）がいるか、把握されて

いますか。

二つ目、難聴者に対する支援策はどのよう

なものがあるでしょうか。

三つ目、窓口に来られた方、あるいは諸会

議、各種行事に参加された方が話の内容が聞

き取れなくて難儀しているという場面に出く
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わしたことはないでしょうか。

四つ目、会話がより明確に聞き取ることが

できるように、磁気ループシステムというも

のがあります。難聴者が一番来ると思われる

福祉課、住民課の窓口にこのシステムを置く

ことはできないでしょうか。

五つ目、老人クラブや自治会の会議など

に、貸し出しできるこのシステムの導入はで

きないでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 田利議員の難聴者

に対する支援策についての一般質問にお答え

をいたします。

平成２８年４月１日施行の障害者差別解消

法では、障害者の権利利益を侵害することと

ならないよう、社会的障壁の除去の実施につ

いて、必要かつ合理的な配慮を義務づけてお

り、足寄町においては、平成２９年４月１日

に足寄町における障害を理由とする差別の解

消の推進に関する対応要領を策定するととも

に、障害がある方へのサポートブック、これ

は足寄町の職員向けを作成をし、聴覚障害の

ある方に対して意思疎通を図るための配慮と

して、ゆっくり丁寧に、内容が理解されたこ

とを確認しながら、状況に応じて筆談、パソ

コンの画面上での言葉のやりとり、読唇術等

の手段を用いてコミュニケーションを図るこ

ととしております。

まず１点目の、「現在町内にはどれくらい

の難聴者がいるか、把握されていますか」に

つきましては、身体障害者手帳所持者のうち

聴覚障害を有している方は、平成３０年９月

１日現在で４０人でありますが、身体障害者

手帳を所持していない難聴の方は相当数いる

ものと思われます。

２点目の「難聴者に対する支援策はどのよ

うなものがあるでしょうか」につきまして

は、障害のある部分を補って家庭での生活や

就労しやすくするための補装具として補聴器

を支給しており、平成２７年度に１件、平成

２８年度は８件、２９年度は１件、支給して

おります。

また、日常生活の利便性を向上させるため

の日常生活用具として、音声等を文字や振動

で伝達する聴覚障害者用屋内信号装置、ファ

クスやテレビ電話等の聴覚障害者用通信装置

等を給付するほか、身体障害者手帳を有する

ことで公営住宅優先入居やＪＲ旅客運賃割引

などの制度があります。

続いて３点目の「窓口に来られた方、諸会

議、各種行事に参加された方が話の内容が聞

き取れなくて難儀している場面に出くわした

ことはないでしょうか」につきましては、補

聴器の調子が悪い、補聴器を忘れた等の理由

で聞こえにくそうな方はおられましたが、大

きな声やはっきりとした発声、筆談や同行者

を介した説明等により対応ができている状況

であります。

４点目の「会話がより明確に聞き取ること

ができるように、磁気ループシステムという

ものがあります。難聴者が一番来ると思われ

る福祉課、住民課の窓口にこのシステムを置

くことはできないでしょうか」につきまして

は、大きくゆっくり、はっきりとした発声、

筆談や同行者への説明により対応できてお

り、また周囲の騒音により聞き取りづらい場

合は静かな相談室等に移動して対応すること

としており、福祉課にある骨伝導式補聴器を

使用することもなく、意思疎通が図られてい

ることから、現在のところマイクで拾った音

声等を磁気に変え、補聴器や受信機が受けて

音声等として聞くことができる磁気ループシ

ステムを導入する必要性はないものと判断を

しております。

５点目の「老人クラブや自治会の会議など

に貸し出しできる、このシステムの導入はで

きないでしょうか」につきましては、補聴器

を使用していなかったり、補聴器が合ってい

ない難聴者が多数おられるものと考えられ、

磁気ループシステムを導入するだけで難聴者

への情報伝達の課題が解消されるものではな

く、会議等にあっては発言者のマイクの使い

方やスピーカーの音量、難聴者とスピーカー

の距離等を工夫することにより改善できるも
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のも多いと考えております。また、難聴者の

日常生活での支障を解消することを優先すべ

きものと考えており、補聴器等の技術進歩も

著しい状況であることから、難聴者に対して

の情報提供等を含め、どのような支援が適切

か、さらに情報収集を行って対応してまいり

たいと考えております。

本年３月に策定いたしました障害者福祉計

画等の理念に基づき、障害のある人もない人

も互いに地域社会の一員としてかかわり合

い、支え合いながら生活していけるまちづく

りを目指し、引き続き難聴者を含めた障害者

への支援を積極的に進めてまいりますので、

御理解を賜りますようお願いを申し上げ、田

利議員の一般質問に対する答弁とさせていた

だきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

７番。

○７番（田利正文君） 今の答弁の中で、３

０年９月１日現在で４０人とありましたけれ

ども、それ以外にも障害者手帳を持っていな

い方で難聴の方、相当いるものと思われる

と。思われる範囲のところでの数は全くつか

まれてないということですね。わかりまし

た。

それで、何でこんな質問をしたのかという

ことなのですけれども、見てわからないかも

しれませんけれども、私自身両方補聴器して

いるのですよ。３年前まではまだここで、補

聴器なくても町長の答弁とか各課長の答弁聞

こえたのです。今補聴器ないと半分聞こえま

せん。で、町長の答弁の中でも、言葉によっ

ては、音としては声としては聞こえるのです

けれども、何と言ったのかわからないという

のがあるのですよね。そんなことがあったも

のですから、たまたまいろいろ調べていった

ら磁気ループシステムがあるということがわ

かりましたので、ちょっと調べてみたので

す。そうすると、私自分でこういうふうに体

験してみてわかることなのですけれども、駅

ですとか、それから執行者と議員の懇親会の

場などありますよね。ああいう場で、みんな

うわっと話しているところで隣で議長から、

おい、田利、何とかと言われても聞こえない

のですよ。周りの音が全部入ってくるもので

すから。だから、それは何ぼ補聴器屋さんに

聞いて、もう少しいいのないかといっても、

片耳５０万円で両方で１００万円。それつけ

ればもう少しいいでしょうけれども、だけれ

ども雑音全部なくして議長の言葉だけを聞く

ということはちょっと不可能ですと、今の段

階ではと言うのですね。だから結局はそこに

行き着くのですよね。

それで思ったのは、このシステムを、磁気

ループシステムですけれども、あちこち

ちょっと調べてみたら、メーカーも結構たく

さんあるのですね。こんなふうに書いてある

のです、そのメーカーの説明の中にですね。

いろいろな音が出るところ、いわば雑音がす

るところでは何ぼいい補聴器をつけてもそれ

は完全に話を聞き取ると、自分の聞きたいと

ころを聞くということはまず不可能でしょう

と言うのですね、磁気メーカーの方がね。欧

米ではこうした集団補聴システムは既に常識

化されているという書き方をしているのです

よ。そして例えばということでいろいろ調べ

ていたら、たまたま引っかかったのですけれ

ども、帯広市で３年前議場の音響設備を更新

したのか、補修したのか知りませんけれど

も、そのときにこの磁気ループシステムを導

入したそうです。したがって議場で議員も、

もし私みたいな人がいれば、議員もそれの恩

恵にあずかれるし、それから傍聴席で聞く場

合もその磁気ループシステムの音響を聞くこ

とができるというふうに、帯広市はなってい

るそうです。それを聞いたものですから、余

計そういうものが必要でないのかなという気

がしたのです。

特に自治会の会議のとき、それから老人ク

ラブなどのいろいろな集いのときなどに、小

さなアタッシュケースというか、ケースに

入って持ち歩きできるシステムがあるのです

ね。それなどを購入していただいて、それを

例えば必要な自治会や老人クラブに貸し出す
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ということができるのではないかと。いや、

ないかというよりは、そういうことが必要で

ないのかというふうに思ったのですね。

それで、１点まずちょっとお聞きしたいこ

とは、３年前、５年前から比べて難聴者の方

というのはふえているでしょうか、あるいは

減っているというか、横ばいというか、その

辺の状況はわかるでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 身体障害者手帳

の交付数で考えますと、総体のいろいろな障

害の方の人数もほぼ変わらないのと同様に、

難聴者として申請されている方も変わらず横

ばいでございます。

以上でございます。（議長「ふえている

か、ふえてないか」と呼ぶ）

ほぼ、ふえていないです。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 高齢化社会がどんど

ん、どんどん、社会がというより高齢化が進

んでいきますよね。だから当然私みたいな部

類の人間てふえてくるのではないかという気

するのですよ。それは病気ではなくて器質的

にもそういうふうになってくると、だんだん

と。私自身も３年前までは聞こえたのですけ

れども、だけれども今はもうだめなのです

ね。そんなことがあるものですから。多分ふ

えくるのだろうと思うのですよ。そのときに

窓口に行ったときに、議会事務局行ってもそ

うなのですけれども、半分聞こえていて聞こ

えたふりして帰ってくる、わかりますと帰っ

てくるときってあるのですよね。そういうこ

とって多分町民の方もいらっしゃるのではな

いかと思うのですよ。

各役場の窓口にこのぐらいの大きさの、あ

と耳のマークの入った、私耳悪いですよとい

うやつを置いておいて、指さして、私これだ

からというふうに言えば、職員の方がぱっと

気づいて、そうしたら大きな声で耳元で話す

とか、あるいは筆談にするとかということに

してくれるというふうに町長の答弁でしたか

ら、あれなんですけれども。そういうことが

ないと多分自分からはなかなか言い切れない

のではないかという気がするのですね。そん

なことがあって、こんな提案をしました。

ただし、ちょっと提案する側としては、調

べてみたら結構高いのですよ。窓口に置く小

さなシステム、こんな小さなシステムで、こ

こに置いておけば職員の方がピンマイクで話

す、そうしたら町民の方、ここにあるスピー

カーから出る音で聞こえると。スピーカーと

言わないな、ループがあって聞こえるという

ことなのですけれども。そんなのが幾らする

かといいますと、２８万８,０００円するの

ですよ。だから結構高いのですね。だから多

分この議場全部で使えるようなものをつける

とすると多分五、六十万円ではきかないので

はないかと思うのですけれども。そんなのが

ありまして、そう簡単につけてくださいと言

えないなという思いがしてます。それで窓口

でどういう対応をしていますかと聞いて、今

の答弁の中で町長が言われたように、大きな

声で話すだとか、筆談するだとかというのが

ありました。それから読唇というのがありま

したけれども、これ本当にできる人いらっ

しゃるのですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） 実際古くから、

かなり、難聴になってからかなりの年数の方

は身ぶりですとか、話している雰囲気でかな

り唇で理解していただける方も多いというこ

とで、手話ですとか点字をやられる方は少な

いようですけれども、読唇術、唇の動きで理

解していただく方は何人とは言えないですけ

れども、町内にいらっしゃるということでご

ざいます。

以上でございます。（「窓口にいる」と呼

ぶ者あり）

読唇術は難聴の方が、例えば役場の職員が

話している声を、この私が話している声を耳

でほとんど聞こえないのだけれども、この唇

の動きで理解していただけるというようなこ

とでございます。

以上でございます。
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○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 職員の中ではなく

て、私みたいな聴覚障害のある方が唇を読め

る人がいるということですね。はい、わかり

ました。

もう一つお聞きしたいのですけれども、ど

こだったけな。補聴器を支給しておりますと

いうのは、支給しているのですから、御本人

に渡してしまうのですよね。貸し出しでない

ですものね。

もう一つは何だっけな。

視覚障害者用屋内信号装置、それから視覚

障害者用通信装置を給付すると、これは

ちょっと説明をお願いできますか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） これは補聴器と

は別に、例えば玄関のドアがピンポンを鳴ら

したら、茶の間の光が出るですとか、電話が

なったら赤ランプがつくとかという、そうい

うようなものであったり、音のかわりの知ら

せる、今で言えばかなり進歩して、言葉であ

るものを文字で表示したりするようなものと

かというものも、例えばそうですね、ござい

ます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 今の１番目の最後に

します。

別のメーカーのやつを資料取り寄せました

ら、電気の知識のある方だったら手づくりで

きるというのですよ、この磁気ループは。つ

まり電話線、有線放送と同じだというのです

ね。あ、そうかと思って、電気屋さん行って

きたのですよ、私。こんなのがあるのだけれ

どもできますかと言ったら、全然だめでし

た。磁気ループそのものも知りませんでし

た。磁気ループがそんなのが、補聴器通して

聞けるなんてこと自体が私は眉唾だと思うと

言われてしまって、あら、全然だめだわと

思ったのですけれども。

なぜそうと思ったのは、新聞に私どもの議

員が区議会議員ですけれども、そういう知識

を持っている議員なのですね。自前で磁気

ループシステムをつくって、街頭で演説をす

るときに磁気ループの中に聴覚障害のある方

をそこに立ってくださいとか、座ってくださ

いといって見てもらうと。そうすると、話し

ているやつが全部、ほかでいろいろな雑音が

入るのだけれども、それは入ってこないのだ

そうですね。普通の耳からは入ってくるで

しょうけれども、補聴器からは入ってこな

い。補聴器から入ってくるのは、磁気ループ

を通して入ってくる演説者の音声だけが入っ

てくるというのだそうですね。それが自前で

つくったというから、それだったらちょっと

できるのではないかなと思ったものですけれ

ども、だけれども足寄ではちょっと無理でし

た。残念なのですけれども、それはちょっと

できなかったなと。

今町長の答弁にあったように、そんな方向

で対応して、窓口で対応していただければと

りあえずのところはいいのかなという思いが

してます。ただ、これ何県だったかな。何県

だかで、必要はないと、それから問題がある

から入れる必要はないと言っていた市が、最

終的には磁気ループを入れることになったと

いう事例もあるのですね。それは女性が集ま

る集会、母親大会って全国で行われているの

ですけれども、それの、足寄で言えば足寄の

母親大会が行われたときに磁気ループシステ

ムを、足寄町では持っていないから道から借

りてくると、道から借りてきてやってみたら

障害を持っている方が本当に聞こえやすくて

よかったという評判があったという実例を

もって、ここで言えば町長のところに持って

きて、町長、こんな実例あるのですと、入れ

てくれませんかと言って入ったという実例

は、ある市であったそうですけれどもね。そ

んなこともありました。今はそれ以上のこと

は私言いません。

二つ目に行きます。

○議長（吉田敏男君） ちょっと時間が来て

おりますので、ここで暫時休憩をしたいと思

います。
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１時再開といたします。

よろしくお願いをいたします。

午前１１時５４分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

一般質問を続けます。

７番田利正文君、２番目の質疑お願いしま

す。

○７番（田利正文君） ２点目に入らせてい

ただきます。

大雨対策などについて。

地球の温暖化による異常気象が原因とされ

る被害が、世界各地で起きている今、想定外

のことですので、自治体としてはどうするこ

ともできませんなどと、安易に想定外という

言葉を使えなくなっているように思います。

予防対策と避難計画、避難訓練に相当の人

員を配置してでも、考えられるあらゆる可能

性について調査、検討、対策が必要と考えて

います。

以下のことについて伺います。

一つ、旭町３丁目利別川の曲がり角にあっ

たコンクリートの塊が、前回の大雨で流され

両国橋と青雲橋の間にありますが、これにつ

いてどのように対処するのでしょうか。

二つ目、足寄川と利別川合流地点のことで

すが、足寄川が利別川と平行に流れていて、

足寄川の水が利別川の流れに引き込まれてい

くようにする必要があるのではないでしょう

か。

３点目、栄町から足寄橋付近までの中州

（堤防と地続きの部分も含めて）の除去と、

そこに生えている立木の伐採はいつごろ完了

の予定でしょうか。

四つ目、大誉地市街の左手（国道の左側扇

状の住宅地）に、過去土石流出があったと聞

きましたが、現地の状況は現在どのように

なっているのでしょうか。

五つ目、旭町３丁目から下愛冠に抜ける旭

町のところの山崩れの現場と、堤防を道路と

して使用していますが、最終的にここはどの

ようにする考えなのでしょうか。

六つ目、避難所の設置について、スフィア

基準という世界基準があるそうですが、世界

基準に照らして、足寄町の設置基準はどのよ

うになっていますか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 一般質問にお答え

をいたします。

まず１点目の「利別川のコンクリートの

塊」についてでありますが、河川管理者であ

ります北海道の帯広建設管理部足寄出張所に

確認をしたところ、コンクリート塊による流

下能力低下のおそれが極めて低いことから、

現状監視を継続するとのことでございまし

た。

２点目の「利別川と足寄川の合流地点」に

つきましては、北海道の河川改修計画は、合

流地点での利別川から足寄川への逆流も想定

した計画となっており、現状で流下能力を確

保できる旨を北海道に確認をしております。

なお、平成２８年の越水につきましては、

合流地点での逆流ではなく足寄川流域での大

雨による水位上昇が原因と考えられておりま

す。

足寄川に関しましては、本年３月の融雪災

害により氷塊が堤防上に乗り上げたことか

ら、議長とともに北海道知事を初め、北海道

の河川管理部局に堤防のかさ上げを要望をし

ております。

なお、平成２９年からの足寄川及び利別川

の河道掘削工事により流下能力の向上が図ら

れてきており、また平成３１年度以降には堤

防天端の舗装化も予定されており、堤防決壊

の防止及び実質的な堤防かさ上げ効果も期待

されているところであります。

３点目の「栄町から足寄橋付近までの中州

の除去及び立木の伐採の完了予定」につきま

しては、現在北海道により下流の豊栄橋から

上流に向けて河道掘削工事が進められてお

り、栄町から足寄橋付近までの中州の除去及

び立木の伐採の時期につきましては、平成３

１年度以降と聞いておりますが、完了時期に
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つきましては、北海道における予算のつき方

のよりますので未定と聞いております。

４点目の「大誉地市街左手の住宅地」につ

きましては、山腹が崩壊して生じた土石等ま

たは渓流の土石等が一体となって流下する土

石流のおそれがあるとして、土砂災害警戒区

域及び土砂災害特別警戒区域に指定されてお

ります。同地区は上大誉地側の下流に位置

し、上大誉地側には土砂をとめる砂防ダムが

北海道により設置されており、平成２８年の

大雨災害を初め近年は土砂災害等は発生して

おりません。

なお、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別

警戒区域につきましては、町で地域や地権者

等を対象とした住民説明会を開催した上で、

北海道において平成２８年３月に指定を行っ

たもので、町では自治会回覧などで注意喚起

を実施しているところであります。

５点目の「旭町の山崩れ現場における堤防

の道路使用」につきましては、山崩れが発生

した箇所の奥にお住まいの方には、現在北海

道の河川管理用道路を生活道路として使用し

ていただいております。岩が落下して通行で

きなくなっている箇所につきましては、崖の

上に撤去困難な岩があるために引き続き危険

な状況にあり、もとの経路での復旧は困難な

状況であることから、降雪期前までには迂回

路を設ける形で整備する予定としておりま

す。

６点目の「避難所の設置基準」につきまし

ては、本町は特段の基準は設けておらず、

国、北海道の指導や近隣自治体の事例などを

参考に設置をしております。スフィア基準に

照らしますと、全町民が避難するにはスペー

ス的には狭くトイレも足りない状況ではあり

ますが、一時的には推定避難者数を受け入れ

ることが可能であります。避難が長期となる

場合は、避難所間で収容者数を調整するなど

して居住空間を確保し、また仮設トイレを設

置するなどして、避難者の方が安心して生活

できる状況にすることが必要であると考えて

おります。

本町としましては、引き続き関係機関や自

治会等と連携して、防災減災対策の強化、防

災意識の高揚等の促進を図ってまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りますよう

お願いを申し上げ、田利議員の一般質問に対

する答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

７番。

○７番（田利正文君） １点目のコンクリー

トの塊の件ですけれども、曲がり角にあった

ところ、何と言ったらいいのでしょうかね。

利別川のこう曲がっていって、旭町の３丁目

の角のところにあったときには、今は土現と

言わないのですね。そこに確認をしていただ

いたら、大丈夫だと、崩れることはないと

言っていたのですね。それがこの前の台風の

あれであそこまで流れていったのです。

今回は流量には影響ないと言っています。

が、聞きたいことは、塊があったところ、削

れているのですよね。ちょっと下までおりら

れなくて見てないのですけれども。清水とか

新得のようなああいう激流は利別川の場合来

ませんから、そんなに心配ないのかなという

気もしますけれども、あそこどんどん、どん

どんえぐられてくると旭町３丁目が削られて

くるということになるのではないかという気

するのですよ。その辺の心配はないのかどう

か、ちょっとお聞きしたいなと思うのですけ

れども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

御質問はコンクリートの塊の御質問でござ

いましたので、コンクリートの塊に主眼を置

いて、今の状態についてを北海道のほうとお

話しさせていただきましたが、今の状態は、

あれは水では動くものではないというのが考

えでいるのですけれども、たまたま３月に氷

の塊が押し寄せたために、その氷の塊によっ

て、水では動きそうもないようなものが動い

てしまったのだろうということで、今の状態

でも直ちに危険はないという判断で、状況監
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視をしていくという状況でございます。

もちろん北海道におきましても確認はして

おりませんが、もとあった護岸は当然北海道

が護岸していく責任のあるところでございま

すので、承知しているところですので、そこ

は安全と判断していることだと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） もちろんここで質問

していることは、河川管理者の責任の分野で

すからね、町にどうこうというつもりはない

のですけれども。現地である足寄町が現場を

見て、これは絶対危険だと思うよということ

をきちっと管理者のほうに、こんなふうにす

るべきだというふうに伝えているのかどうか

ということを知りたいのですけれども。もし

危険だとすればですよ。見ても、これは全然

問題ないというのであればまた別ですけれど

も。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 私自身も一昨年の

大雨のとき、そしてあそこ、質問にあります

山から崩れたとき、そのときにも実は現場、

下まではおりてませんけれども、見ておりま

す。

工程から言って、あそこから住宅地に水が

入り込む、そういう状況ではないというふう

に思ってます。仮にそんなことになると、そ

れはもう既にこっちのほうが全滅していると

いうことだというふうに思ってます。

ですから、１００％、もう大丈夫だよとは

言い切れませんけれども、ちょっとした雨で

何らかの対策ということではないというふう

に私は認識しております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 今、町長と総務課長

の答弁いただきましたけれども、補修はする

ということは聞かれているのでしょうか。塊

があったところ崩れてましたよね。そこのと

ころきちっと護岸をするというふうには聞い

ているのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

その箇所については北海道のほうとは協議

しておりませんので、それは今後確認、協議

させていただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） その辺のところぜひ

確認をよろしくお願いしたいと思います。

地元の自治体がこんなふうに現状見ている

よと、だからこんなふうに護岸をしてほしい

ということをやっぱり伝えることはきちっと

伝えてほしいという思いなのです。というこ

とです。

二つ目のことですけれども、こんな素人の

考え方が合っているのがどうか、わかりませ

ん。これ、大雨のときに、こういうふうに見

たほうがいいのかな。合流地点ですよね。そ

れからもう一つこれかな。回覧で配られたや

つなのですけれども、これ見ても、足寄川か

ら来る水が利別川とこういうふうにぶつかる

と感じをするのですよね、素人の考えです

と。だからこれがもし平行に近いように、こ

ういうふうに来るのだったら絶対に利別川の

流量のほうが多いわけですから、多いところ

に引っ張り込まれていくというふうにすべき

でないのかなというのが思いなのですよ。そ

れは不可能なのかということなのですね。

ここではそんなふうにしますというような

ことを答弁に書いてあるのですけれども、そ

ういう認識でよろしいでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） そういうふうに

しますというふうにはお答えをしていないつ

もりでございまして。今現状でも逆流するこ

とがないような計画で掘削、流量確保してお

りますので、流れを変えることはなくても心

配はないので、流れは変える工事は考えてい

ないということになります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。
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○７番（田利正文君） ３番目ですね。栄町

から足寄橋付近までの中州、それから立木の

伐採で、３１年以降になりますという答弁な

のですけれども。それはそういう答弁なので

すからしようがないですね。管理者からの答

弁ということですよね。

お聞きしたいのは４点目、ごめんなさい。

３点目ももう少し聞いたほうがいいかな。

やりますということなのですけれども、前

回のいつだったっけ。前回の定例会のとき

に、一般質問でこの質問したときに、町長の

ほうから、書いていたかな、書いてないか。

ごめんなさい、書いてないから飛ばします。

４点目、大誉地市街のやつですけれども、

上にダムがつくられていると言いましたっ

け。現状もう少しちょっと、私のような素人

でもわかるように説明してもらえないでしょ

うか。

あそこの一番上に住宅があるところに道路

がありますよね、沢のほうに行くところ。あ

そこまで行ったことあるのですけれども、あ

そこから先には行ったことないのですけれど

もね。あの先のすぐといいますか、近くに砂

防ダムがつくられているのでしょうか。それ

ともずっと奥のほうにつくられているので

しょうか。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

砂防ダムは奥のほうにたくさんつくられて

おります。何メーター置きでしょうか。どん

どん、どんどんと奥のほうに行くに従ってた

くさん砂防ダムがございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） この質問を出してか

らちょうど厚真の震度７の地震ありましたよ

ね。あれ見てたら、そういう砂防ダムがあっ

ても、何というのだろう、火山灰に覆われた

台地の上にさらに何百年かたって土がつくら

れて山ができていると。大雨あるいは地震で

それががばっと削られたのが今回の厚真の山

の中の赤土型のやつ、だっと広がりましたよ

ね。あれを見ているとすごい恐怖を感じるの

ですね、足寄もああなるのではないのかな

と。そのときに、いや、全然考えてませんで

した。想定外でしたとは言えないだろうな

思ったのですよ。それで冒頭にそんな言葉を

書いたのですけれどもね。その辺のところは

大丈夫かなんて聞いても、それは今なんかわ

かりませんけれどもね。そこまで予測という

か、何といったらいいでしょうか。対策立て

るというわけにはいかないでしょうけれど

も。見越しているのでしょうかということを

ちょっとお聞きしたいのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

北海道において砂防ダムが数カ所たくさん

あるのですけれども、少なくても５個以上は

上流に砂防ダムを順次、小さいものから大き

いものまでつくっているのですけれども。田

利議員もおっしゃっているように、想定外と

いうのは想定外でございますので、どういう

計画を立てても計画以上の土砂崩れがあれ

ば、それは流れてしまうということでござい

ます。

ということですので、土砂災害警戒区域に

指定させていただいて、危険が生じたら早め

にそこから避難していただくということに尽

きるかと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 土砂流出については

気象庁の土砂災害警戒判定メッシュ情報、そ

れから北海道土砂災害警戒情報システムによ

り情報収集を行い避難指示等の発令をするよ

うにしているということですね。これなので

すけれども、私はこれはどんなシステムなの

かとよくわかりませんけれども、精度といい

ますか、スピードといいますか、タイミング

といいますか。大丈夫なのでしょうか。で

しょうかと聞いたらおかしいのでしょうか

ね。
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○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） あくまでも危険

が、土砂に含んだ水分量が何日前から長雨が

続いていて、これぐらいは含んでいるだろう

から危険があるよということで指定がされて

きていると考えております。

その判定度と申されますと、極端なお話申

し上げますと、足寄町で土砂災害警戒情報を

最近出したところはどこも土砂災害起きてお

りません。そういう意味でいったら判定度と

いうのをどう表現してよろしいかわからない

わけですけれども。何と申しますか、判定度

についてはちょっとお答えのしようがござい

ません。危険度があるので、実際に崩れたか

ら判定が当たったとか、そういうことでもご

ざいませんでしょうし。ちょっと答弁になっ

たかどうかわかりませんが、そういうことで

ございます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 前回のとき、稲牛で

小さな沢がだっと土砂崩れありましたよね。

そこは議員で、全議員で見に行きましたけれ

ども、地元の人に聞いたら、あそこって水量

多いところかいと聞いたら、いや、何も少な

いよと言うのですよ。少ないところにあれだ

けの土砂がだっと流れてきて、道路を越えて

行ってしまったのですね。あんなことが起こ

り得るのですね、やっぱりね、山の上に降る

と。だから、それがあるものですから、答弁

しにくいと言いましたけれども、答弁しにく

いですよね。という危機感を持っているとい

うことだけは、先にお伝えしておこうと思い

ます。

多分、これもちょっとお聞きしたいのです

けれども、厚真町であんなふうになったとい

うことは、足寄町の場合も昔は何万年前かは

火山爆発によって山の上に火山灰が乗ってい

るとか、何十メートル乗っているか知りませ

んけれども、その上に何百年かたって今の土

ができて木が生えているという状況には変わ

りないですよね、恐らく。その辺はどうなの

でしょうか。そこまで私地形調べてないし、

わからないのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） そこまで各危険

箇所の、指定箇所の地質を調査してまで、足

寄町では把握しているものではございません

ので、それが同じなのか違うのか、そういっ

たことはちょっと把握してございません。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） わかりました。それ

以上質問しません、でしたら。

５点目の迂回路をつくるって答弁になって

ますが、どこにどのように迂回路をつくるの

でしょうか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

今現在この答弁書の中にも書かれていると

おりなのですけれども、今河川管理用道路を

一部使用して奥の住民の方住んでいるわけな

のですけれども。要は、旭町のその住宅一部

管理用道路、約２００メーターぐらいの手前

に１個樋門があるのですけれども、樋門のと

ころについても崖崩れの土砂等が来ておりま

すので、それを越して、結論から言うと、今

管理用道路おおむね大体２００から２５０

メーターを通過して、それから現道におりる

ようなそういう形をとっていきたいなと。で

すから、今崖崩れしているところを回避し

て、なおかつ管理用道路も一部使用しながら

現道におりていくという形をとらしていただ

きたいなというふうに考えております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） あそこも見てきまし

たし、それからあそこに住んでいる方にもお

会いしてきたのですけれども。もちろんあそ

こ１軒しかありませんから、めったに対向車

がないから支障はないのでしょうけれども、

車１台しか通れないのですよね、今のところ

はね。だから早く迂回路ができればいいなと
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思います。

崖崩れになっている、垂直にぐっとむき出

されている崖ですけれども、あそこは国有林

ですか、町有林ですか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） あそこは河川敷

地になっております。どんと落ちていますよ

ね。山の一部の本当の奥のほうからは一部所

有者は変わるのですけれども、今崩れている

部分というのは河川敷地内であります。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 崩れて真っすぐ垂直

に立っている壁のところ、あれをさらに崩し

て安全にできないものかなと思ったものです

からね。それで、町有地か国有地かというこ

とを聞きたかったのです。そういうことなの

ですけれども。

６点目、最後に入ります。

避難所の基準なのですけれども、前回の台

風、そのときに旭町母と子の家が避難所にな

りました。そのときに、あそこに何回か通い

ましていろいろ見聞もしましたし、私的感想

も含めて幾つかお聞きしたいと思います。

一日か二日ならあそこにござなり毛布を敷

いて避難されるということもやむを得ないと

思いますし、可能だと思います。ただし、三

日から１週間、あるいはそれ以上になった場

合には大変厳しいものがあるなというふうに

思うのですね。

それでまず一つ聞きたいのは、私のように

持病を持っている方が突然の避難指示で、薬

も持ってこれないし薬手帳も持ってこないで

避難されてしまって、それを持ってこれなく

なってしまった場合に対応できるのかという

ことをお聞きしたいのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 一般的なお話に

なりますが、避難所なりに福祉避難所では保

健師、看護師の資格を持った保健師が張りつ

いて、その中で症状を見てこれは病院に連れ

ていったほうがいいなというときには、救護

施設として国保病院が多分そういう場合はあ

いてますので、そちらのほうで医師の判断を

仰ぐというような形で。やはりいろいろな病

気を持っている中で、保健師、看護師といえ

ども適切なアドバイスというのはできないの

で、やはりそこは医師のほうにつなぐような

形。また救急であれば、救急車という形にな

るかと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） もうちょっと先へ

突っ込んでお聞きしたいのですけれども。例

えば私のような病気というような場合は、

ワーファリンあるいはバーファリン、血液を

さらさらにする薬、血栓をできないようにす

る薬、それからコレステロールを合成させな

いような薬を常備としている者にとっては、

二日とか三日でもあけれないのですね。あけ

てしまって血栓が飛んだらそれで終わりです

から。それでそういう場合には、そういう種

類の薬というのは、国保病院の、国保病院の

と言わないか、薬局に常備薬としてあるもの

でしょうか、こういう心臓関係、あるいは肺

塞栓の関係だとか、そういった関係の病気の

薬というのは。

○議長（吉田敏男君） 病院事務長、答弁。

○国民健康保険病院事務長（川島英明君）

薬ということでございまして。当院の院内薬

局のほうでも薬は常備はしておりますが、場

合によっては院外処方ということで、民間の

薬局さんもございます。そういったところと

連絡を取り合いながら、全ての薬があるかど

うかということになると、ちょっと今ここで

はお答えはできないのですが、対応はなるべ

くできるような形で、福祉課等とも連携をと

りながらやっていきたいなと思ってます。

あと、前回の災害のときもそうなのです

が、当院の院長と看護師長が各避難所に回っ

て状況を聞いたり、そういったこともやって

ございますので、それも申し添えておきたい

と思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。
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○７番（田利正文君） 私は国立病院機構帯

広病院というのか、正式には。そこに定期的

には通っているのですが、そこで処方箋を書

いてもらって別の薬局に行ったら、ワーファ

リンとかバーファリンってやっぱり常備して

いないのですよね。だから、緊急な場合、私

みたいな病人の方が何人かいらっしゃって、

二日も三日もそのバーファリンとかワーファ

リンを飲めないなんてことがあった場合に、

どう対応するのかなということがちょっと気

になったのですけれども。それは多分足寄の

薬局でも常備してないのだと思うのですよ。

心臓疾患とか脳疾患の方がかかるドクターが

いるところでないとないのでないかという気

がするのですけれども、どうでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（渡辺俊一君） 特殊な病気だと

か、普通にかかるような病気で国保病院だと

かで出しているような薬というのは当然国保

病院に用意してありますし、今は薬局のほう

で用意していると思うのですけれども。やは

り今お話あったような特殊な薬といいます

か、普通このあたりでは置いてないような薬

もやっぱりあるのかなというふうに思ってお

ります。基本的はに処方箋持っていくと大体

どこの薬局でも本当は出すことにはなるので

しょうけれども、やはり薬局のほうも普通に

ふだん出てないような薬というのは置いてな

いのかなというふうに思っております。

そういった部分で、やはり避難していただ

くときには常備薬を常に持っている方たちに

ついては、やはりそういうものを事前に準備

をしておいていただいて避難していただく、

避難準備情報だとかそういったものが出てき

たときにはまずはそういうものもあわせて

持ってきていただくというのはやっぱり肝心

なのかなというように思っております。

ただ、急にすぐに避難しなければならない

だとかというようなことができた場合につい

ては、やはりそういう薬だとか、もっといろ

いろな大事なものもいっぱいあるかと思いま

すけれども、そういったものも持たないで避

難してしまうということもやはりあるのかな

というように思っております。

そういう意味では、やはり避難所に行った

ところで、やはりいろいろとその中で職員な

り、役場の職員などもいますので、そういっ

たところで相談をしていただいて、この薬を

常に飲んでないとだめですよというようなこ

とで、だけれども持ってくるのを忘れてし

まっただとか、そういったことを相談してい

ただきながら、そのときそのときで、どうい

う対応ができるか、ちょっとそのときになっ

てみないとわかりませんけれども、交通手段

だとかそういったものもわかりませんけれど

も、なるべく対応できるような形で。

先ほど事務長のほうからも、院長先生だと

かも避難所回って健康状態だとか見ていただ

いたりとかもしておりますので、そういった

ところで相談していただきながら、対応して

いくということになるのかなというように

思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） わかりました。

何というのでしょうか、私みたいな病気を

持っている人って結構いらっしゃると思うの

ですね。あちこちでワーファリン飲んでるよ

という方がいらっしゃるのですけれども。そ

ういう方がたまたまワーファリンを切らして

いて、三日ぐらい切らしていて血栓飛んで、

飛んだところが脳であれば脳梗塞を起こす

し、心臓であれば心筋梗塞を起こすというこ

とで、もう瞬間ですよね。だから、避難され

てきたときに、すぐ私こういう薬飲んでるん

だけれども持ってきてないから手配してくれ

ますかといって、手配してもらうということ

になるのでしょうかね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（渡辺俊一君） 今お話ありました

ように、すぐに対応ができるかどうかという

のはわからないのですけれども、そのときの

災害の状況だとか、例えば足寄町だけでほか

のところは何ともないよとかというような場
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合であれば、交通手段なども道路も大丈夫で

すよとかというようなことであれば、そうい

うことも可能だろうというように思いますけ

れども。そういうことでない全道的にだと

か、今回も全道的だったですけれども、災害

の状況によってはどういう対応ができるのか

というようなことにもなるかなというように

思います。

今回も通信手段も途中で絶たれたりだとか

というようなこともありましたし、そういっ

たこともあって、十分な対応がきちんとでき

るかどうかというのはちょっと今ちょっと、

そのときでないとわからないという部分もあ

るのですが。やはりまずはそういう避難して

きたときに、そこで担当の、避難所の担当の

者だとかにやっぱり話をしておいていただい

て、そういう問題がありますよということを

話していただいて、その中であとどう対応が

できるのかというところになるかなと思いま

す。

避難所からまた家に戻れるのが何日かかる

かだとか、そういったこともちょっとそのと

き、そのときでちょっとわからない部分もあ

るかというように思いますので、まずはそう

いう一声かけていただくということが肝心な

のかなというように思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 次なのですけれども

ね。母と子の家に避難所になりました。その

ときに思ったことなのですけれども、まず高

齢者、それから障害者、小さい子供のいる家

庭、それからペットを飼っている家庭、この

４つについて、対応というのはすごい難しい

のだと思うのですよね。しかも、母と子の家

のように限られたスペースの中で、それを全

部やれるのかといったら不可能だと思うので

すよね。その辺のことについて、何か今は考

えていることがあるのかどうかと思いまし

て。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

障害の等のある方で、あるいは病気の方で

一般の避難者の方とともに暮らすことは、同

じ生活様式で暮らすことができないという方

は福祉避難所も開設いたしますので、そちら

のほうに移っていただくといいますか、そち

らに入っていただくことになろうかと思いま

す。

ペットにつきましては、また屋外にペット

スペースを確保する等、今対策について定め

てきているところでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 避難所に入ってまず

思ったことは、母と子の家はまだ下がタイル

でないというか、木でないからまだいいのか

もしれませんけれども、例えば総合体育館に

行ったような場合、ござとか毛布だけではだ

めだというふうに思うのですね。もちろん若

い方なら別ですよ。一晩や二晩十分耐えられ

るのでしょうけれども。足腰が弱っている方

は大変だと思うのです。

それで、調べたら段ボールでつくった床敷

きというのですか、このぐらいのやつがずっ

と敷き詰められるようなのがセットであるら

しいのですね、避難用品として。そんなのを

どこかでいずれ用意しておく必要があるのか

なと思ったのと、それから段ボールの椅子、

あるいは段ボールのソファ、段ボールのベッ

ドもあるそうなのですけれども、そんなもの

がやっぱり必要なのかなと思ったのですよ。

それからもう一つは、プライバシーを確保

するということで仕切りを入れますよね。上

まで入れてしまうと、玄関から見ると誰がど

こにいるかわからないから、ある程度の高さ

の、このぐらいの高さのやつにするのでしょ

うけれども。そういう仕切りも含めて、防音

も含めてやる必要があるのかなと思うのです

けれども、その辺はどんなものでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。
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数はもちろん全住民の分というわけにはい

きませんけれども、少しずつそういったもの

も整備してきているところでございます。例

えば床に敷くマットとかですね、ベッドもご

ざいますし。テレビで拝見しました段ボール

式ベッドとか、いろいろありますので、これ

からそういったことも検討していかなければ

ならないと考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） わかりました。

あともう一つは、気づいたことなのですけ

れども、母と子の家はまだ狭いからそうでも

ないですけれども、体育館の行った場合に、

旭町４丁目から避難した人だとか、あるいは

栄町から避難したとかと、来た順番にどうぞ

奥から詰めていってとやってしまうとまずい

のだというふうに思ったのですよね。

というのは、誰とでもお話できて誰とでも

すぐ仲よくなれる人ばかりならいいのですけ

れども、そうでもないですからね。地元で顔

をわかっていてお話できる人同士を近くに寄

せてあげるといいますか、そういう順番を例

えばそこの総合体育館に配置された職員の方

が気をきかせてというのか、そういうルール

をつくってというのでしょうか、わかりませ

んけれども、そういう人たちをまとめてやっ

ぱりこっちのほうに、こっちのほうにという

ふうに誘導していって、端から詰めていくと

かということが必要なのだと思うのですけれ

ども、そういうマニュアルになっているのか

どうかというところなのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

コミュニケーションとったり、自治会単位

でまとまっていくためにはそのほうが望まし

いかと思いますが、避難所開設で人が入って

くるときには、一体最終的にどれだけの人数

がどの地域から、避難勧告とか指示は出して

いても実際に避難される方が最終的に何人に

なるかがわからない状態で、避難所にお入り

いただいております。

そういう意味で、最初から、何といいます

か、間取りができているわけではございませ

ん。そういうことで困難性もあるかと思いま

すが、今いただきました御意見というのは参

考にさせていただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） あと、これはなかな

かちょっとそう簡単にはいかないのかなと思

いますけれども、よく言われたのは、仕切り

はつくっていただいたと。だけれども、子供

がいる場合には、子供が騒ぐ、大きな声出し

たらだめだよって一生懸命お父さん、お母さ

んが怒りつけながらやっているわけだけれど

も、それがすごいストレスたまるわけですよ

ね。その辺の対策がどこかとれるのかなと

思ったら、それは簡単にいかないだろうと思

いますけれども。それが一つと、それからも

う一つは、仕切りはあるのだけれども、寝返

り打ったり、例えばおなら出そうだといって

おならべっと出すわけにはいかないというの

がありますよね。そんなときのことも含め

て、スペースがもしとれるのかななんて気が

したのですけれども、その辺はどうなので

しょうか。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

避難所に入る方のマナーの問題もございま

すし、そこはお互いに思いやって、他者を思

いやって、避難所で過ごしていただきたいと

いう部分と、あと設備の部分は、その間仕切

りの部分ですとか、今完全に全部の部分のも

のが整備されているという状態ではございま

せんので、申しわけございませんが、そうい

う意見もあったということで、貴重な意見と

してお伺いさせていただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 移動トイレの車、移

動トイレ車というのでしょうか。そういうの
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があるそうです。管内にはあるのかどうか、

ちょっとわかりますでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） お答えします。

申しわけございません。把握してございま

せん。

ただ、町内にもレンタルのトイレはござい

ますので、トラックに積んできて、下げれば

設置できる簡易、そういう簡易トイレはござ

います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） そのトイレなのです

けれども。よく本別の、あれは何だ、花火大

会か何かのときにだっとトイレ並べてあるの

ですね。ふっついて並んでいるのですよ。隣

に入って頑張ったら音聞こえたら全部抜ける

のですね。あれを少し離しておいてくれたら

いいなという気がしたのですけれども。その

辺の配慮というのは必要ないものでしょう

か。

○議長（吉田敏男君） 総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

それはそこそこの設置、イベント、多くは

今拝見するのはイベントのときですし、足寄

町も花火大会のときには設置しましたが、限

られたスペースで設置するものですから、あ

と隣接したほうが丈夫に立ちますし、そう

いった部分もあって隣接しているものと想像

しております。

それで、離れて置いたほうがいいかどうか

は、その敷地と設置場所の兼ね合いがござい

ますので、難しい部分もあるかと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） よくわかりますが、

避難所の場合に、何だろう、もう身も心も疲

れ果てた人が結構多くなりますよね。長くな

ればなるほどなのですけれども。そのときに

その一言でも、その一つでもすごいまた疲れ

がたまるのだと思うのですよ。それで今言っ

たのが、せめてちょっとでも離れてトイレが

置かれていると違うなというふうに思ったの

です。それから仕切りもそうなのですけれど

もね。そんな感じがあったものですから、

ちょっと聞いてみたのですけれども。避難所

の場合です。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君） 避難所の場合と

いう限定での御質問ではございますけれど

も、今現在も例えば公共施設ですと、薄い壁

１枚隔ててトイレの個室が存在して、ほかの

方が用を足しているという状況でございます

ので、そこは簡易トイレも壁がそれぞれ隣接

しているわけですから、公共施設と変わりな

い状況にはあると思いますので、そこは御容

赦いただけるのかなと思いますけれども、い

かがでしょうか、と思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） はい。

○７番（田利正文君） 螺湾行く途中に、あ

れは何でしょうか、元売店があってトイレが

あるところありますよね。あそこのトイレ音

が出るのですよね、たしかね、使うと。

ジャーと水が流れる音がしていて、使ってい

る方のあれが聞こえない感じなのです。もち

ろんただ音が出るだけなのですけれども、そ

んなことも必要かなと思ったものですから、

ちょっと聞いてみただけです。特別これいい

です。

それで、最後ですけれども、長期になる場

合、どうしても仮設住宅を今厚真でもやって

ますけれども、仮設住宅が必要になってくる

と。だけれども仮設住宅に入ったおかげで命

を落としたという人が、実際津波で死んだ人

や地震で死んだ人よりも多くなったというの

が実態ですよね。だから、可能な限りやっぱ

り住宅を確保したほうがいいのだというふう

に私は思うのですけれども。そのときの場合

にどの程度、どの程度と、今の現在でいけば

どの程度のあきがあるのかなということをお

聞きしたいのですけれども。使える住宅、戸

数ですね。



― 32―

○議長（吉田敏男君） 総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

公営住宅を常に四、五軒は確保しておりま

すが、そうは申しましても一番新しい住宅を

もちろん確保しているわけではございません

ので、そこで満足いただけるかどうかという

部分もございますので、あくまで緊急避難的

な部分としての確保でございます。

確保している部分としては、以上でござい

ます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） これ認識合っている

のかどうかわかりません。教員住宅があいて

いるところがどこかあったような気がしたの

ですけれども、そういう場合にはそこを使わ

せてもらうという横断的な処置はとれるので

しょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（渡辺俊一君） 教員住宅というこ

とでございまして、基本的には教員の方たち

が住む住宅ということでありますけれども、

そういう災害があって緊急的に住まなければ

ならないというようなことがあった場合につ

いては、協議させていただいて、もちろん

ずっとということにはならないと思いますけ

れども、一時的な住まいということで、住宅

を貸してもらうというようなこともできるの

かなというように思っております。

それはそのときの状況、あいているとかあ

いてないとかということも含めて協議をさせ

ていただくような形になるのかなと思ってお

ります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） 最後ですけれども、

避難所に職員の方が配置されて受付だった

り、水を渡してくれたりいろいろしてくれて

ましたけれども、その方がどうこうではなく

て、今後のこんなことがあった場合のマニュ

アルというのでしょうか、いうような感じで

捉えてほしいと思うのですけれども。そこに

おられる職員の方の態度、言葉一つで避難さ

れた方の、何というのだろうか、病院に行け

ば患者さんがドクターに言われたことが物す

ごいショックで受けて、頭垂れて帰ってくる

みたいなことがあるように、その職員の方が

笑顔で本当に被災者の方の身になって考えて

対応してくれるということがやっぱり必要だ

と思うのですね。そこのところが大事だと思

いますので、そこのところをぜひ何かの機会

に職員の皆さんに徹底していただくと。病院

で言えば接遇対応というのでしょうかね。そ

んな感じのことなのでしょうけれども。そう

いうことが必要でないかというふうに思って

いますので、そのことをお願いして私の質問

を終わります。

○議長（吉田敏男君） これにて、７番田利

正文君の一般質問を終えます。

次に、１番熊澤芳潔君。

（１番熊澤芳潔君 登壇）

○１番（熊澤芳潔君） それでは、議長のお

許しをいただきましたので、通告書に従いま

して一般質問をさせていただきます。

質問事項でございますけれども、利別川、

足寄川の河川改修等について。

質問の内容でございますけれども、足寄町

は平成２８年に台風による甚大な被害が発生

し、その後北海道、電源開発等も含め協議さ

れ防災減災に向けて取り組みを進めている

が、足寄橋から仙美里ダム間の利別川、足寄

川流域に関する河川改修等についてお聞きを

したい。

一つ、北海道、電源開発等と協議を重ねて

きたと思うが、改めて防災減災のための協議

の内容と今後の取り組みについて。

二つ目、仙美里ダム調整池内の流木疎通能

力の向上のために中州、河畔林撤去が計画さ

れ、５年から１０年で土砂約３０万立方を処

理すると聞くが、具体的な内容についてわか

れば説明願いたい。

それから三つ目、処理した土砂を必要町村

に利用を求めると聞くが、足寄町は農地整

備、土地改良の利用に必要な、必要不可欠と
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思うが考え方について。

四つ目、上記２、３のことから、土砂の利

用を目的とした新たな事業を創設できない

か、また現存の事業で利用できるものはない

のか。

以上について、御質問いたします。

よろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 熊澤議員の一般質

問にお答えをいたします。

まず１点目の「北海道、電源開発等との防

災減災のための協議の内容と今後の取り組

み」についてでありますが、まず北海道との

協議内容につきましては、平成２８年の台風

災害を受けまして、平成２８年１０月に北海

道知事を初め河川管理部局に対しまして、河

川の氾濫対策として、利別川及び足寄川堤防

のかさ上げ、河川断面の確保などについて要

望を実施しており、御案内のとおり、昨年か

ら利別川及び足寄川の河道掘削や立木伐採が

継続して実施されております。

また本年３月の融雪災害の発生を受け、再

度議長とともに足寄川の氾濫対策としての足

寄川堤防かさ上げの要望を実施しており、平

成３１年度以降に堤防天端舗装が予定されて

おります。

電源開発との協議内容につきましては、平

成２８年の台風災害を受けて設置をいたしま

した利別川流域連絡協議会におきまして、電

源開発を初め北海道開発局、北海道帯広建設

管理部、釧路地方気象台、利別川流域の陸別

町、本別町、池田町などの関係機関と利別川

における災害発生の防止及び災害発生時の被

害拡大防止などについて協議を重ね、その成

果としまして、洪水規模の出水が予想された

場合にあらかじめダムの水位を下げて調整池

を自然河川の状態にして洪水を抑える事前水

位低下運用を実施することが決定し、本年か

ら試行運用が開始され、平成３２年度に本実

施の予定となっております。

なお、本年度につきましては、既に２回の

事前水位低下運用が実施されております。

２点目の「仙美里ダム調整池内の土砂等の

処理内容」につきましては、洪水時の水の流

れを円滑にするために、中州や河畔に繁茂し

河川水の流下を阻害している立木の撤去、調

整池内に堆積している土砂や中州を除去し、

調整池内の形状を整え流水疎通能力の向上を

図る工事に平成２９年１２月に着手をし、平

成２９年度の掘削量実績は約５,０００立方

メートル、平成３０年度は約９万立方メート

ル、平成３１年度は約６万立方メートルの予

定で、平成３２年度以降も引き続き実施する

予定ではありますが、掘削量や完了時期は未

定と聞いております。

３点目の「処理した土砂を農地整備、土地

改良の利用に必要不可欠ではないか」につき

ましては、平成３０年度から電源開発株式会

社東日本支店上士幌電力所は、仙美里調整池

内の堆積土砂の有効利用として、自社の条件

に基づき農耕土としての提供を始めました。

農耕土の有効利用については、役場に利用

希望者の調査が依頼され、役場は農協へその

旨を伝え、農協は農業生産者に聞き取り、取

りまとめを行い、役場に報告されておりま

す。

その報告をもとに、電源開発株式会社東日

本支店上士幌電力所は、希望のあった農業生

産者と打ち合わせを行い、圃場に運搬するこ

とで、農耕土の有効利用となり、土地改良に

つながっております。

なお、平成３０年度は５,０００立方メー

トルと土量が少ないことから、仙美里調整池

周辺の足寄町の生産者の圃場に運搬すること

となっております。

次年度以降は、足寄町と本別町に農耕土と

して、平成３１年度には２万立方メートル、

平成３２年度は３万立方メートルを提供する

計画であり、３３年度以降の計画は未定であ

りますと電源開発から聞いております。

４点目の「土砂の利用を目的とした新たな

事業の創設、現在の事業で利用できないか」

につきましては、足寄町が実施する事業の創

設や現在継続している道営事業での利用につ
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いては考えておりません。

残土の利用は、現在工事を実施されている

関係機関からの御協力をいただきながら、本

町の土地改良に有効利用していきたいと考え

ております。

本町としましては、引き続き関係機関と連

携して、防災減災対策を進めてまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りますよう

お願い申し上げ、熊澤議員の一般質問に対す

る答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

１番。

○１番（熊澤芳潔君） 回答を読ませていた

だきまして、非常に詳しく書いてありますの

で、若干ですけれども、先ほどの田利議員と

の重複の感もありますけれども、何点か質問

をしたいと思います。

今回の質問の趣旨につきましては、防災減

災の意味からいっても、最近大きな災害が発

生しております。早い対策が必要ではないか

と思いますので、質問に至ったわけでござい

ますけれども、ただ先ほど田利議員とのやり

とりの中でもありましたように、利別川、足

寄川につきましては道河川ということで、強

い要請と早い実施をお願いするということし

かなりませんけれども、いずれにしても進め

ていただきたいというふうに思ってございま

す。

そこで一つ目でございますけれども、当然

先ほど町長が話ありましたように、協議をし

てきました、してるということで実施してま

す。

それで、全体の進捗率というのはどの程度

なのか、お聞きしたいと思います。計画の進

捗率ですね。わかればお願いいたします。

（町長「計画の進捗率といっても、計画はな

い。要請しているだけですから。」と呼ぶ）

○議長（吉田敏男君） 今お聞きになったと

おりですので、再度質問してください。

○１番（熊澤芳潔君） それでは、進捗率と

今言ったように難しいということでございま

すけれども、その中で何点か個別にちょっと

お聞きしたいと思いますけれども。先ほども

出た部分がございますけれども、田利議員の

ですね。河川の、河床の土砂あげ進めている

と思いますけれども、足寄橋から豊栄橋まで

の、また足寄川の両流、それから関係ある螺

湾川という形で進めていくと思いますけれど

も、これも先ほど３１年度ということの話が

ございました。そういった中で、３１年から

始めるということはかなり長い年数で進んで

いくのかなと思いますけれども、大体の計画

年数というのはわかるのでしょうかね。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

町長も御答弁させていただきましたが、全

ては北海道における予算のつき方次第という

ことでお話伺っておりますので、年次計画等

は示せません。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君） この災害起きてか

ら議会でも報告しているとおり、ともかく堤

防のかさ上げとなると大事業となって何年か

かるかわからないと。それよりもやっぱり河

道の拡幅と河畔林の伐採ということで、これ

はもう既に２９年からもう着手されておりま

して、もう御案内のとおり青雲橋の下、あそ

この一番大きな河畔林も既に伐採がされてま

すし、そして２９年度においては両側の河道

拡幅もされてます。これはもう継続して、こ

この所長さんのお話を聞きますと、下愛冠１

丁目、何といったらわかりやすいですかね。

昔の雪印の工場あった付近まではやるとい

う、これは聞いているのですよ。ただそれが

予算のつき方で何年にどこまでというのは、

ちょっとわからない。

既に２９年にやっていただいたところもこ

としさらにまた、今現在も動いているのです

よ、はい。ですから、これは着々とお金のつ

き方によって、少なくても２８年の雨ぐらい

ではもう全然問題ないような断面は確保でき

るようなことでやっていきますということで
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聞いてますから、これはもう信頼をして、あ

とはスピード感でいっぱい予算を確保してい

ただいて、着々とやっていただくということ

しかないなというふうに私は思っておりま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） 若干細かい質問にな

りますが、以前に一般質問の中でたしかここ

は足寄川と利別川の高さというのは、ダム絡

んで６メートルだか、たしか高いよと言いま

したよね。それに伴って豊栄橋からずっと６

メートルの関係から下げてきているというこ

とになるのかなと思うのですけれども。そう

すると足寄川も利別川もずっと下がっていく

と、こういうことになるのでしょうね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） そういうことでは

ございません。

仙美里ダムの放水口と今の合流地点のこの

高さが６メートルあるということだけですか

ら。ここまで下げるなんて、これとんでもな

い話でそんなことは１００％ありませんか

ら。今の河道拡幅をしているというのは、想

定される雨量の水が流下できるように河道を

拡幅をしていくということですから。そこは

誤解しないでください。６メートル下げるな

んて、そんなことはあり得ませんので。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） はい、わかりまし

た。

そうしますと、現状の２８年度の災害のと

きと同じように、北海道縦断しましたよとい

うことになりますと、足寄川も利別川も満度

に水がなって、今回の２８年度の災害に関係

するのかなと思うのですけれども、そんな災

害が来てもその水は十分に疎通能力がある

と、そういう考え方でよろしいですね。は

い、わかりました。

はい、わかりました。

続きまして、２点目について。

若干重複するもので申しわけないのですけ

れども、堤防の強化ですよね。それでかさ上

げは進めますよと。これも３１年度ですよと

いうことなのですけれども。３１年から進め

るということなのですけれども、これらもそ

うすると利別川、足寄川、もちろん螺湾川の

関係も足寄川と利別の関係は似ているのです

けれども、そこら辺も３１年から進めるとい

うことでよろしいですね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 先ほどもちょっと

言ったのですけれども、２８年の越水、ほか

の町は大体堤防が破られて大洪水になってい

るのですけれども、２８年のときはうちの場

合は堤防の上を越えたということで、私ども

は議長も一緒に同行していただいて、ともか

く堤防のかさ上げをしてほしいと。５０セン

チでも６０センチでもと、こういうお願いを

したのですが、これは先ほどもお話ししたと

おり、堤防のかさ上げとなると、私はしょせ

ん素人ですから、そんなもの上に５０センチ

ぐらい盛ればいいのだろうと思ったのですけ

れども、そんな簡単なものではないと。堤防

というのは強度が必要ですと。中途半端にや

ると、そこ破られたらもう、一つ破られたら

もうどんどん増破するだけだということなの

ですね。ですからそこのところは、先ほども

申し上げたとおり、道の方針としては今まで

たまっている土砂の除去、すなわち河道の拡

幅とあと流れを阻害している河畔林の伐採、

これで少なくても２８年程度の雨の降り方で

あれば十分流下能力は確保できるのだと。そ

の上に立って、そうはいっても、この今ある

堤防が絶対破れないとは誰も言えないと。そ

こであわせて堤防の強化、かさ上げでなくて

堤防の強化を図るという意味で、天端舗装、

要するに上ですよね。これをやることによっ

て堤防自体が強くなるのだと。もちろん天端

舗装することによって何十センチかは上がる

というお話は聞いているのですが、そういう

手法でいきたいということを聞いておりま

す。
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それで３１年からと先ほどお答えしたので

すけれども、これはともかく緊急に要請した

旭町の排水機場のあるところから共励橋とい

う要望をしてきたのですが、まずそこから着

工してくれるのだろうというふうに思ってま

す。これも予算のつき方ですから、災害対策

でやるわけではありませんから、予算のつき

方でやってくれるということですから、これ

はまたこの時点でははっきりは３１年度で完

成するものなのか、数年かけてやるのかは

ちょっとはっきりしたことはお答えできませ

んけれども、ただ少なくてもイの一番に排水

機場の越水されたところについては天端舗装

に着工していただけるだろうというふうに期

待をしているところであります。

今後ともまた密接な協議、連携をさせてい

ただきたいというふうに思いますので、御理

解いただきたいというふうに思います。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） わかりました。

しつこいようで申しわけございません。

それで、現状の部分でちょっとお聞きした

いのですけれども、土のうの関係なのですけ

れども、現状土のうが置かれて、いろいろ町

民の皆さんからお話あろうかと思いますけれ

ども、現実に土のうも２年ですか、たって、

風化も進んでいるよということなのですけれ

ども。その状態であれば、今災害緊急時で災

害が出ているのですけれども、果たしてあの

能力が、土のうの能力というのですかね。そ

ういったものがあるのかどうか。そして、そ

の土のうについての考え方はどう進んでいく

のかをお聞き願いたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 緊急に設置してい

ただいた土のう、これ実は落ちついたとき

に、この所長さんから、町長、どうしますか

と、撤去しますかという、そういう打診があ

りました。私はそのまま置いてくれと言いま

した。それはいつ何時何があるかわからな

い。もっと言えば、朽ち果てていけばそれが

自然と袋が破れて散らばるわけですから、も

う自然に高さ、少しでも５センチでも６セン

チでも確保できるのかな。ちょっと見てくれ

は悪いですね。はい。

ただ、ことしの氷の関係でいきますと、先

ほど来から繰り返しますけれども、旭町のと

ころについては実はブルーシート、上から巻

いてくれているのですね。巻いてくれている

のですよ。こっちはそうなってませんけれど

も、こっちやったらまたとてつもない距離あ

りますから。

で、先ほど言いました、２９年に新豊栄

橋、ごめんなさい。旧豊栄橋ですね。ごめん

なさい。新豊栄橋の付近もやってましたね。

河道を拡幅既にやって、河畔林伐採していた

だいた、これだけで実はここの所長からは、

２８年の雨十分飲めますという答えは聞いて

いるのですよ。ですから、今の土のう、心配

だからよけてまた新しい土のう、これは断言

はできませんけれども、２８年程度であれば

十分対応できるということですから。あとは

やっぱりもう大分破れてきてますし、雑草も

生えてきてますから、美観上よくないという

のであれば、ちょっと方法考えなければいけ

ないかもしれませんけれども。私としてはそ

のままもうこの際ですから、天端舗装行くま

でそのまましてもらったほうがいいかなとい

う、そんな安易な考えでおります。もしあれ

ば、御意見があれば頂戴したいなと、こんな

ふうに思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） 私、素人考えなもの

ですから、果たしてあそこ置くことはいいこ

とかどうなのかなと思いますけれども。いず

れにしても堤防との関係があったものですか

らね。その関係で、ではそういう、していく

のかなというふうに思ったのですけれども、

わかりました。

続きまして、これ災害にも若干関係すると

思うのですけれども、町内の道路の脇の側溝

といいますか、ありますよね。水の流れると
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ころ。そこら辺が、そこについて若干詰まっ

てしまって、その水が流れない、とまったり

して中間から吹き出すとか、いろいろあった

ような気もするのですけれども。この点検と

いうのはどういう形で点検すると同時に、処

理というのはどういう形で処理していくの

か、ちょっとわからないものですから、お聞

きしたいのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 道路の側溝の詰

まりとかという話だと思いますが、道路の側

溝につきましては、通常維持管理の中でそう

いう埋まったところや何かは適宜排出してい

るところですが、災害等で一気に埋まるとこ

ろも多々ありまして、そういうところについ

ては、その都度除去していくというような形

で、なるべく阻害物ないように側溝の水が流

れるような態勢はとっていきたいと。ただ全

町的に距離が非常に長い町道の路線ですの

で、全部は回りきれないということもありま

して、地域住民の方々から危ないですよと

か、詰まってますよという意見をいただきな

がら、それについて対応していっているとい

うような状況でございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） その点検というの

は、そうしたら町民からいろいろ話あった段

階でやっていると。だけれども、計画的に溝

を整備していくということではなく進んでい

くと、こういうことですか。（「市街地のこ

とですか。全町的なことですか」と呼ぶ者あ

り。）

○議長（吉田敏男君） 市街地。建設課長、

答弁。

○建設課長（増田 徹君） 先ほどの答弁は

市街地をちょっと想定したことの回答だった

のですが、市街地というか山のほう。市街地

につきましては、定期的に年に一度、汚水ま

す、排水のますの清掃、それから管渠の清掃

の委託業務を出しておりまして、一遍に全部

はできないのですが、順次清掃していってい

るという形で進めさせていただいておりま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） はい、わかりまし

た。

町民の皆さんから草が生えてきて、そして

水が流れ悪いのではないかというような意見

もあるものですから、計画的に進んでますよ

ということでよろしいですね。はい、わかり

ました。

それで次は２番と３番の関係で一緒に質問

していきたいと思いますけれども。詳しく御

回答をいただいておりますのでわかりました

けれども、ただこの土砂意外に、私もちょっ

と勉強させてもらったら、０.２５ミリから

２ミリという細かい砂ですよということなも

のですから、当然土地改良だとか、それから

土壌改良にも使えるのではないかなと、私素

人なのですけれども思うのですけれども。そ

れらに使ったらいいのではないかなというふ

うに思っているのですよね。ですから、そう

いった意味で、考えられないのかどうか

ちょっとお願い、お聞きしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） 今、議員の質問

というのは、今仙美里調整池内の土砂のこと

をおっしゃっているということだと思うので

すけれども。先ほど２点目の町長の質問の中

で３０年、３１年と９万、６万というような

量が出てくるわけなのですけれども、その一

部を一部土質試験だとか、そういうことをし

て、実際問題、農耕土、要は畑に利用できる

土というのが先ほど言ったように一部ありま

す。これを提供していくというふうに電発さ

んから聞いておりますし、それから砂利だと

か大きい石だとか、そういったものについて

は電発さんの所有地である土捨て場、そっち

のほうに持っていくというような話を聞いて

おります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。
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○１番（熊澤芳潔君） せっかく上から流れ

てきた土ですのでね、砂ですので、ぜひ土壌

改良も使えると思います。

それから意外に、私も思ったのですけれど

も、小さい粒ですので、町内の、町内という

か、行政の公園の整備だとか、それからグラ

ウンドだとか、それからゲートボール場など

もあるのですが、ああした小さい砂使ってい

るのですけれども、そういったものにも使え

るのではないかなというふうに私は思ったも

のですから、お聞きしたことでございますの

で、よろしくお願いいたします。

それで、事業の関係になるのですけれど

も、先ほど現存の事業はないという考え方で

したよね、最初はね。それで、実はこれ国の

事業、農林省の関係だったと思うのですけれ

ども、農地の大区画化整備事業というのが

あって、意外にそういった余り汎用化しない

というようなことで、要するにそういった区

画化するために事業があるので、余り、何と

いうのかな、特化しないということのようで

ございますので。例えば足寄町の農地、結構

小さな沢が結構あって、今大型機械利用で大

区画化が当然必要になるだろうと思いますの

で、そういったところにもそういった砂みた

いなもの、全体の流れで使うと思うのですけ

れども、そういったことも含めながら事業に

乗っかって、町民の農家の皆さんの負担なく

するような形で事業ができるのではないかな

というふうに思っているのですけれども、そ

の点についてどうでしょうかね。

○議長（吉田敏男君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

恐らく今熊澤議員おっしゃっているのは道

営事業、国営事業的に区画整理、区画整理と

いうのは大きいくくりの中で言っている事業

の中であります。その中の農地整備という整

地だとかですね。あと層厚調整だとか、客土

だとか。そういったものがあると思うのです

けれども、現状の中でこれから実は畑草事業

の新規事業もありますけれども、その中での

要望、要は受益者からの要望もまずは現状の

中の暗渠、暗渠の整備をしてほしい。それに

なおかつ不陸整正、整地を、ちょっとした起

伏のあるところの整地という形の中で聞いて

おりますので、大々的に客土をしてほしい、

その地域集落に対して、この地区を仮に、何

というか、底上げというか、基盤自体を上げ

てくれとか、そういったものが要望もないと

いうことで事業の活用をしてないということ

でありまして、今言っているように、電発さ

んの貯留施設の堆積土砂、農耕土として使え

る部分、これについても３２年まであるので

すけれども、それ以降も出てくるだろうとい

う推測をしております。その中で地域のほ

う、条件等もありますけれども、その中で耕

種農家の方の基盤につながっていっていただ

ければいいかなというふうに思っております

し、なおかつ、河川改修工事、この中でも一

部利用者もいるというふうに聞いております

ので、そこの事業を有効に活用させていただ

きたいと思っておりますので、御理解のほど

よろしくお願いします。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） わかりました。

せっかくの、先ほども言ったのですけれど

も、上からの土、砂ですけれども、特上です

ので、ぜひ幅広く、この砂って結構私も思っ

たのですけれども、幅広く、先ほども言った

ように使えるのかなと思いますので、ぜひ研

究といったらちょっと怒られるかもしれませ

んけれども、研究していただきながら有効に

使っていただければありがたいなと気がいた

します。

これで、以上で終わりますけれども、いず

れにしても、仙美里ダムの中の土砂１２４万

立方ということですので、私ちょっと計算あ

れなのですけれども、大体東京ドームの４杯

分ぐらい出てくるのかなという気がしますの

で、有効にせっかくの土壌でございますの

で、使うようによろしくお願いして、質問を

終わります。
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以上でございます。

○議長（吉田敏男君） これにて、１番熊澤

芳潔君の一般質問を終わります。

◎ 散会宣告

○議長（吉田敏男君） 以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。

本日は、これで散会をいたします。

次回の会議は、９月１３日午前１０時より

開会をいたします。

大変御苦労さまでございました。

午後 ２時１９分 散会


